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Ｉ. 地域福祉計画について（本編 Ｐ１６）

○ あまがさきし地域福祉計画は社会福祉法第 １０７ 条に基づく計画で、同法第 １０６ 条の ５に基づく重層

的支援体制整備事業実施計画も内包しています。 

○ また、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 １4 条及び再犯の防止等の推進に関する法律第８条

に基づく計画を内包しています。

○ この計画は、福祉分野の各計画に共通する理念を整理し、福祉施策間の連携を進める役割を果たすととも

に、他の健康・医療、防災等の生活に関連するさまざまな計画と福祉分野の計画との連携を図る計画です。

○ 社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会が当事者、住民、関係機関、関係団体等の民間の具体的な活動・行

動計画として策定する「地域福祉推進計画」と連携して取り組みます。

計画の位置づけ

○ 社会福祉法 
第 １０６条の ５ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第 １０６条の 3第 ２項の指
針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業
の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画を策定するよう努めるもの
とする。 
第 １０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画を
策定するよう努めるものとする。 
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組
むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律 
第 １4条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後
見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後
見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

○ 再犯の防止等の推進に関する法律 
第 ８条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における
再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

連

携
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計画の期間と関連計画との進行スケジュール

○ 本計画の実施期間は、令和 4年度からの５年間とし、3年経過後に計画の見直しに向けた検討を行う

ことを基本とします。

○ なお、計画期間中であっても、大きな社会情勢の変化や制度の変更が生じる場合や、総合計画に大きな

変更が生じたりした場合には、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

尼崎市社会福祉協議会

（R3年～R12年度）

まちづくり構想（R5～R14年度）

第9期（R6～R8年度）第8期（R3～R5年度）

第4期(R3～R8年度)

第6期（R3～R5年度） 第7期（R6～R8年度）

第4期（R4～R8年度）
第3期

（H29～R3年度）

まちづくり構想（H25～R4年度）

まちづくり基本計画　後期計画
（H30～R4年度）

まちづくり基本計画（R5～R14年度）

第5期（R7年度～　）

第3期（R7年度～　）第2期（R2～R6年度）

第4次（R5年度～）第3次（H30～R4年度）

第4期（R2～R6年度）

地域福祉推進計画

地域いきいき健康プラン
あまがさき（尼崎市地域

保健医療計画）

尼崎市住まいと暮らしの
ための計画

第3次
（H29～R3年度）

第2次（H30～R4年度）

第4次（R4年度～）

尼崎市地域防災計画

（R3年～R12年度)

第5期（R4～R8年度）
第4期

（H29～R3年度）

（R2～R6年度）

尼崎市総合計画

尼崎市障害者計画・

障害福祉計画

尼崎市教育振興基本計画

尼崎市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画

尼崎市人権文化いきづく
まちづくり計画

尼崎市男女共同参画計画

尼崎市配偶者等からの暴
力（DV）対策基本計画

あまがさきし
地域福祉計画

尼崎市子ども・子育て
支援事業計画

尼崎市次世代育成支援対
策推進行動計画

第3次（R5年度～）

必要に応じて随時改定
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ＩＩ. この計画で目指すこと（本編 Ｐ２）

基本理念

互いに尊重し つながりささえあい 安全・安心に“ともにいきる”まち あまがさき 

基本目標

(１) 基本目標１ 「ささえあい」を育む人づくり 

○ 地域福祉活動の担い手の不足などの課題に対し、世代に応じたさまざまな手法による福祉学習を推

進し、学びを通じた「ささえあい」の意識を醸成することで、地域の課題を「我が事」として考え、行動

する人材の育成、支援に取り組みます。

○ 地域住民と連携して地域課題の解決に取り組む福祉専門職を育成、支援します。

(２) 基本目標２ 多様な主体の参画と協働による地域づくり

○ 地域住民や専門機関が地域課題について話し合い、その解決に協働して取り組むネットワークの構

築により、さまざまな地域課題に対応した地域福祉活動の充実に取り組みます。

○ 多様な見守り活動などを進めることにより住民同士の顔の見える関係を構築することで、孤立や排

除を生み出さない地域づくりに取り組みます。

(3) 基本目標３ 誰もが安心できる暮らしを支える基盤づくり

○ 地域で困りごとを抱え、支援を必要とする人を早期に発見し、受け止めることで、困りごとが深刻化

することを防ぐとともに、その人に応じた適切な支援が受けられるよう、権利擁護を含めた公的な

支援とともに、地域でのさまざまなささえあいの取組による重層的な支援に取り組みます。
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計画に関連する法令等  
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ＩＩＩ. 統計等からみる尼崎市の地域福祉を取り巻く現状（本編 Ｐ３）

１. 人口の推移等

(１) 総人口の将来推計

○ 人口減少と少子化・高齢化は今後も進んでいきます。 

○ 令和２２(２０4０)年に人口は4１.６ 万人（△約 3万人（２０２０年比較））に、令和 4２(２０６０)年に

人口は3６.７ 万人（△約 ８万人（同））に減少する見込みです。 

(２) 人口構成の将来推計

○ 令和２２(２０4０)年に ６５ 歳以上の高齢者が占める比率は約3５％（約 3人に １人）となり、７５ 

歳以上が総人口の２割弱を占める見込みです。 

○ 以降、７５ 歳以上の後期高齢者が、６５歳から７4歳までの前期高齢者を大きく上回る状態が続き

ます。 

出典：実績値は総務省「国勢調査報告」、推計値は兵庫県「将来推計人口」（R1年 11月公表）

出典：実績値は総務省「国勢調査報告」、推計値は兵庫県「将来推計人口」（R1年 11月公表）
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(3) 世帯構成の推移

○ 今後も、「単独世帯」や「ひとり親と子どもからなる世帯」は増加することが見込まれています。 

○ 単独世帯においては、「６５歳以上の高齢者の単独世帯」の比率が増加する見込みです。 

(4) 人口と世帯数等の推移

○ 人口総数の減少に対し世帯数が増加しているため、１世帯あたりの人員は減少しています。

資料：尼崎市「尼崎市総合計画ひと咲きまち咲きあまがさき 2013-2022」

資料：尼崎市情報統計担当資料
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(５) 高齢者人口の推移

○ 高齢者人口は、平成２3年の １０4,６９５人から、令和２年には １２７,７4９人と、１０年間で２3,０５4人

増加しています。 

○ ６５歳以上の高齢者人口割合（高齢化率）も、平成 ２3年の ２２.８％から、令和 ２年には２７.６％と

１０年間で 4.８％上昇、７５ 歳以上の後期高齢者の割合は令和２年で １4.５％となっています。

(６) 子どもの数の推移

○ 子どもの人口を就学前（０～５歳）と就学後（６～１８歳）に区分して推移をみると、就学前人口、就学

後人口ともに減少傾向にあります。

資料：住民基本台帳（各年 3月 31日現在） 
※H25年度以降は外国人登録が廃止され、住民基本台帳に移行したことから、外国籍の方も含む。 

資料：住民基本台帳（各年 3月 31日現在） 

※H25年度以降は外国人登録が廃止され、住民基本台帳に移行したことから、外国籍の方も含む。 
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支援ニーズの状況

(１) 障害者手帳所持者数の推移

○ 身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は増加傾向にあります。

○ 平成２3年度と比べると、令和元年度には、精神保健福祉手帳所持者数が約 １.６７倍、療育手帳所

持者数が約 １.4９ 倍に増加しています。 

資料：障害福祉政策担当・疾病対策課
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(２) 被保護人員等の推移

○ 保護率については、リーマンショックの影響を受けて大幅に増加した後、平成 ２７年頃からゆるやか

に減少傾向にあります。 

○ 被保護人員についても、ゆるやかに減少していますが、一方で被保護世帯数はほぼ横ばいであるこ

とから、単身の保護世帯は増加していると考えられます。

(3) 世帯累計別被保護世帯数の推移

○ 被保護世帯数全体に占める ６５歳以上の高齢者世帯は増加し続けています。

○

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

コロナ禍

保護率

被保護人員

被保護世帯数

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

コロナ禍

資料：尼崎市南・北保健福祉管理課資料（R2）

資料：尼崎市南・北保健福祉管理課資料（R2）
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(4) 生活困窮者自立支援制度の利用状況

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新規相談件数は令和２年度に約６倍に急増しました。 

○ 住居確保給付金（一定の条件のもと家賃を支援する制度）についても、申請要件の緩和の影響もあ

り、令和 ２年度の申請件数は、前年度と比べて約3０倍に急増しました。 

資料：尼崎市南・北福祉相談支援課資料（R2）
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地域の担い手の状況

(１) 自治会等の状況（加入率と加入世帯数の推移）

○ 尼崎市社会福祉協議会（自治会・町会）の加入率については、平成 ２3年の ５９.4％から令和２年

には 4７.５％と、１０ 年間で １１.９％減少しています。 

○ 加入世帯数についても、平成 ２3年の １２4,4０５ 世帯から令和２年には １０4,3８3 世帯と、１０

年間で ２０,０２２ 世帯減少しています。

(２) 民生児童委員の状況

○ 民生児童委員は、平成２０年に定数が８５７人となって以降、少しずつ欠員が増えています。 

資料：尼崎市社会福祉協議会資料（R2） 

資料：尼崎市社会福祉協議会資料（R2） 

（参考）令和2年度 地区別の状況 令和2年4月1日現在
中央 小田 大庄 立花 武庫 園田 計

推計世帯数 27,005 35,408 24,704 51,801 35,011 45,806 219,735

加入世帯数 14,147 18,860 17,709 23,969 9,745 19,953 104,383

加入率 52.4% 53.3% 71.7% 46.3% 27.8% 43.6% 47.5%



１６

(3) 保護司の状況

○ 保護司についても、定数 ２3２人に対して、令和 ２年で充足率は７０.７％となっており、年々欠員が

増えています。

(4) 特定非営利活動法人の状況（累計）

○ 本市の特定非営利活動法人は毎年増え続けており、令和２年度時点で １２６ の法人が認証を受け

ています。

認証年月日
H11
年度

H12
年度

H13
年度

H14
年度

H15
年度

H16
年度

H17
年度

H18
年度

H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

R1
年度

R2
年度

法人数 2 1 1 5 10 4 11 8 8 5 4 4 10 7 5 6 10 6 6 6 4 3

法人数（累計） 2 3 4 9 19 23 34 42 50 55 59 63 73 80 85 91 101 107 113 119 123 126

資料：尼崎市保護司会資料（R2）

県民ボランタリー活動の広場「ひょうご NPO法人情報公開サイト（http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/v-hyogo/search/index.php）より 



１７ 

市民等意識調査から見える尼崎市の課題と可能性

○ 誰もがその人らしく安心して暮らせる地域福祉社会の実現を目指して取組を進めてきた「あまがさきし

地域福祉計画」の改定にあたり、市民や、地域福祉に関わる民生児童委員や保護司、各種事業所の地域

福祉に関する現状や意見を把握するため、意識調査を行いました。

○ 詳細については、「尼崎市の地域福祉に関するアンケート調査 調査結果報告書」をご参照ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/039keikaku/1026594.html
○ なお、本項 ～ において各グラフの上部に記載しているページ数は、上記報告書の該当ページを示す

表記となっています。また、「ＳＡ」は単一回答を、「MＡ」は複数回答を表しています。

調査概要



１８

(１) 地域との関わりの状況について

【市民】 あなたは身近な地域の人とどのような交流がありますか。

○ 身近な地域の人との交流が「ある」人は 4割強で、「会えばあいさつをする程度の人がいる」を含め

ると７割強の方が、身近な地域の人との交流があることがわかりました。 

○ 平成２８年の前回調査と比較すると、身近な地域の人との交流が「ある」人の割合はほぼ同程度と

なっているものの、交流が「ない」人の割合が １０.3％増加しています。新型コロナウイルス感染症

拡大の影響もあり、地域のつながりの希薄化がより進んでいると考えられます。 

○ 年齢別にみると、年齢が上がるにつれて身近な地域の人との交流が「ある」人が増える一方、性別や家族

構成別にみると、男性やひとり暮らしの方は交流が「ない」人が多い傾向がみられます。 

○ また、地域活動の担い手の高齢化が課題となっている中、次の担い手となりうる ５０歳代以下の層では、

６０代以上の層と比べ、身近な地域の人との交流が「ある」人が少ないことがわかりました。 



１９ 

(２) 地域共生社会の実現に向けたまちづくりと地域福祉活動の推進



２０

(3) 成年後見制度利用促進や再犯防止推進



２１ 

(4) 分野横断的な包括的支援体制の推進



２２



２3 

ＩＶ. 第３期あまがさきし地域福祉計画の成果と課題等（本編 Ｐ２～３）

第３期計画の成果と課題

目
標

第３期地域福祉計画の主な成果と課題(H29～R2) 

計画策定部会委員等の主な意見 方 

向 
取組・方向性 

主な成果と課題 

【第 3期計画の点検・評価シートより】 

１

「支
え
合
い
」
を
育
む
人
づ
く
り

福
祉
学
習
の
推
進

① 

地域の集まり、企業内研修など、
あらゆる機会を通じて、地域課題

に関心や理解を持つ層を増やす
取り組みを進める。 

（主な成果） 
①②⑤市民活動団体と連携し、顕在化してきた地

域課題（ひきこもりやヤングケアラー、災害時要援
護者支援等）をテーマとした地域課題を共有するた
めに実施したことで、地域での見守り活動や災害時

要援護者支援の取り組みにつながった。 
③④新たな将来の担い手づくりの取り組みとして、
学生等が様々な地域課題を学び、市民活動団体

と解決に取り組む協働体験を促進した。 
（課題） 
①～⑤身近な地域で、様々な興味・関心に応じて

気軽に参加できる、多様な学びの場づくりが必要と
なる。 
①～⑤関係部局や各種団体それぞれが実施して

いる福祉に関する様々な学びの場の効果的な情報
発信ができていない。 

・地域の気付きや学びの場づくりには、防災と福祉
のワークショップや体験活動等を通じた仕掛けが必

要である。 
・学校で地域福祉を学ぶ枠組みを作るとよい。 
・高校生、大学生の「体験学習」はとても意義深い

が、各活動を有機的につなぐことや全市的な取組
みが必要。 
・コロナ禍でＩＣＴを活用した研修も増えてはきている

ものの、ＩＣＴを活用できない層や lCT のなじまない
講座がある。 
・多様な方に情報発信が可能な SNSなどの積極的

な活用が必要となるが、ツールの使えない方等で
情報弱者になる方がいる。lCT も一つのツールとし
てとらえ、様々な情報発信手段を確保、活用してい

くことも重要ではないか。 

② 

交流・体験などを通じて仲間づくり
や福祉活動への参加を促進する
など、参加者自身が自らの知識

や能力を活用し、主体的に参加
する意欲を高める取り組みを進め
る。 

③ 
子どもや学生が地域と関わり、地
域に対する愛着や誇りが育まれる

よう取り組む。 

④ 

次の担い手の育成に取り組むた

めに、若い世代が地域課題の解
決を体験的に取り組むことを推進
する。 

⑤ 

「みんなの尼崎大学」の取り組み
を活用し、福祉課題の解決に向

けた意識を醸成するための体系
的な学びの場を作る。 

地
域
福
祉
活
動
の
担
い
手
の
発
掘
・育
成
・支
援

① 
インターネットを活用してＳＮＳ等に
より、若い世代に向けた地域活動
の情報発信に取り組む。 

（主な成果） 
①ポータルサイト「市民活動の広場あまがさき」やみ
んなの尼崎大学の「学びの検索サイト」等を通じ、地

域や市のイベント等の情報発信に努めた。 
②市社協による小学生対象の車いす体験や高齢
者の見守り活動未実施地区を対象とした研修会な

ど、幅広い世代がボランティア活動に参画するきっ
かけとなる取組が行われた。 
③新たに「支え合いを育む人づくり支援事業」を実

施し、高校生・大学生が地域課題の解決に市民活
動団体と協働する取り組みを支援した。 
④市社協の地域活動Ｃ「むすぶ」では、ボランティア

講座受講者や生活支援サポーター養成講座修了
者等の中の活動希望者を登録し、マッチングを進
めた。 

（課題） 
①③学生等の主体的な参画を促進するためには、市
民活動団体等や活動場所の情報提供が必要となる。 

②④ボランティア登録につながった受講者を中心
に、活動につなげるための働きかけや、組織化支援
が必要となる。 

④「むすぶ」登録者への活動志向に応じたきめ細や
かな地域福祉活動に係る情報提供が課題となって
いる。 

・アンケート結果では「きっかけがない」「情報を知ら
ない」ことで地域活動に参画できていない層がいる
が、コロナ禍で活動のきっかけとなる講座、イベント

等が減少している。 
・福祉活動の現状や求める・活躍している人材の取
組状況の市民周知により、資源の循環につなげるこ

とが重要であり、動画やポータルサイト等のＩＣＴによ
る情報インフラの整備が必要となる。 
・自立生活をする障害のある人は前向きに社会参

加等もされており、声をかければ地域活動にも参加
されると思う。 
・クラブ活動が減少し、活動できる子ども達が増えて

おり、学校に縛られないボランティア部のような活動
があれば、参加しやすいのではないか。 
・活動希望者の興味関心が各々で違うため、地域

活動という大きなくくりではなく、テーマ型のきっかけ
づくりを行うなど、取り組みやすい方策（実践できる
場の整備やマッチングに関する lCT化等）が必要で

ある。 

② 
若い世代向けのボランティア講座
等を行う市社会福祉協議会のボ

ランティアＣの活動を支援する。 

③ 

「あまがさきチャレンジまちづくり事

業」において引き続き、福祉課題
の解決に向けた取り組みを支援
する。 

④ 
地域福祉活動を希望する人の能
力、希望に応じてマッチングを行う

仕組みの充実を検討する。 

地
域
福
祉
活
動
を
支
援
す
る
人
材
の
育
成

① 
引き続き、地域での活動を支援す
る市社会福祉協議会の地域福祉

活動専門員に対する支援を行う。

（主な成果） 
①市社協の地域福祉活動専門員の研修経費を補

助することで、住民ニーズの多様化・複雑化に対し
て様々なネットワークを活かした地域の居場所づくり
等に向けた支援や地域の様々な困り事への対応が

行われた。 
②地域に接する機会の多い、地域振興Ｃや南北保
健福祉Ｃ、子どもの育ち支援Ｃ(いくしあ)の職員に対

し、市社協や民生児童委員、保護司等の活動周知
や連携するための研修を行った。 
（課題） 

①多様化・複雑化する課題の解決に向けて、市社
協の地域福祉活動専門員の個別支援や地域づくり
に向けた専門性の向上が必要となる。 

②専門職等の地域住民との連携意識を高める必
要がある。 

・地域振興Ｃは自治会役員等には身近だが、市民
には役割が浸透していないのではないか。また、地

域づくりのために配置した地域課職員の活動にばら
つきがある。 
・民生児童委員や保護司等の支援関係者が相互

理解を図るためには、全体研修のような大きな場で
座学中心の研修ではなく、小さい単位でのグループ
ワーク等による支援関係者相互のコミュニケーショ

ンが図れるような研修などが必要だと考える。 

② 

各団体との連携に取り組む NPO

法人の活動に対する支援につい
て検討を行う。 

③ 
市民の活動を支援するために市
職員に対して地域福祉に関する
研修を実施する。 

④ 

多様な福祉専門職が、地域住民

と協働するための取り組みについ
て検討を進める。 



２4

目
標

第３期地域福祉計画の主な成果と課題(H29～R2) 

計画策定部会委員等の主な意見 方 

向 
取組・方向性 

主な成果と課題 

【第 3期計画の点検・評価シートより】 

２

多
様
な
主
体
の
参
画
と
協
働
に
よ
る
地
域
づ
く
り

地
域
を
支
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

① 
地域を支える重層的なネットワー
ク構築に向けて市社協と連携して
取り組む。 

（主な成果） 
①②地域福祉活動専門員やこどもＣＳＷが様々な
地域活動の中で地域の福祉課題を共有したこと
で、地域住民や支援関係者による協議の場が作ら
れ、地域の居場所や見守り等の活動が立ち上がった。 

③全小学校に地域学校協働本部を設置したこと
で、地域と協働した防災教室等の取組が行われた。 
④多様な活動主体が参画する地域福祉ネットワー

ク会議で、担い手不足や要配慮者支援等の地域
課題の共有、解決に向けた協議が行われた。 
⑤地域福祉推進協議会を設置し、同協議会に地

域福祉活動方策検討チーム及び複合的な課題を
抱える事例検討チームを設置し、「ひきこもり支援」
の検討や福祉への関心を高めるための意識啓発の

取組等を実施した。 
（課題） 
①②市社協と市の把握する支援関係者情報等の

共有が十分に図られていない。 
①②④コロナ禍で会場の制限や福祉事業者等の
支援関係者の参画が困難といった課題がある。 

④地域福祉ネットワーク会議は、地区ごとに参画団
体数等が異なり、取組の濃淡があるほか、高齢者
等の見守りや災害時要援護者支援等の全市共通

の地域課題の協議が行われていない。 

・市民から見た場合に、自然な形でネットワークに入
れるような「場」もしくは「枠組み」があるとよい。 
・子育て世代ならば「学校園」、「学習塾」など、さら
に、商店街、コンビニ、ガソリンスタンド、歯医者、携
帯ショップ等、もっといえばパチンコ店やファーストフ

ード店など、かなりアングルを広げて、街中の多様な
主体とネットワークしてみるのはどうか。 

② 

身近な生活圏域で、住民が「子

育て」「高齢者等の見守り」などの
テーマを自主的、継続的に話し合
う場の構築を支援する。 

③ 

地域の人々の学びやスキルを発
揮して学校を支援する活動が進

むことで、活動に参加している地
域住民、団体のつながりづくりを進
める。 

④ 

6 地区に地域住民と各専門機関
が課題を共有し、解決策を協議

する地域福祉ネットワーク会議の
設置に取り組む。 

⑤ 
全市的な取り組みを様々な関係
機関等と協議する地域福祉推進
協議会を設置する。 

地
域
で
の
見
守
り
・
支
え
合
い
の
充
実

① 

訪問型の高齢者等の見守り活動
とともに、通い型の高齢者ふれあ
いサロンなど、地域特性に合わせ

た多様な見守りによる支え合いを
進める。 

（主な成果） 
①地域福祉活動専門員やこどもＣＳＷが支援し、高
齢者等の見守り活動や子どもに寄り添う居場所など、

地域の特性に応じた多様な見守り活動が広がった。 
②地域の居場所の中には、様々な世代の交流の
場となるものや、不登校児童の居場所になるものが

できている。 
（課題） 
①連協圏域での訪問型の高齢者等見守り安心事業

は、活動者の高齢化による負担感や担い手不足等の
課題があり、新規地区の立ち上げは低調となっている。
②課題を抱えた当事者が、地域で安心して過ごせ

る居場所の充実が必要となる。 

・地縁団体が弱体化し、地域の支え合いが弱って
いる。ワンルームマンションは町会未加入者が多く、
出入りも激しく、民生児童委員の把握が難しい。  

・高齢者は日々の生活に不安があり、地域ごとに高
齢者同士がコミュニケーションの取れる場所が必要
だが、コロナ禍で休止している居場所などが多い。 

・「場」や「ネットワーク」は社会のセーフティネットとし
て重要なインフラだと思うし、「社会」にも、まだポテ
ンシャル（資源）がたくさんあるかもしれない。 

・災害時等の有事にも応じていただけると考えるの
で、障害のある人の見守りも一緒にお願いしたい。 
・見守りや居場所づくりに、学校を中心に繋がること

ができれば良いのではないか。 
・訪問型の見守り活動だけでなく、つどい場での見
守りも含めて、地域全体で緩やかにお互いを見守り

支えあう活動を推進し、面で支えていくことが大切で
ある。 
・子どもに対しても登下校の見守りや居場所などが

増えてきている。子どもの課題を地域住民に伝えて
いく場をつくることで、地域の中に気づきの芽をより
多く得ることにつながり、早期に適切に専門職につ

ながるケースが増えるのではないか。 
・コロナ禍前から担い手の育成、掘り起しは課題だ
が、それに加えて「with コロナ」の中で、いかに地域

活動を再開または新規構築するか検討が必要であ
る。 
・コロナ禍では繋がり続けていくための意図的な仕掛

けが必要。lCT 活用助成の取組やＩＣＴ活用のノウハ
ウ周知など、情報とつながりづくりの掛合わせが必要
である。 

・市の役割として、地域の取組みをデータ化・マップ
化・市民に広げ、共有できる仕組み作りや、第３期
の成果を持続し、「横展開」し、成果を発信していく

ことが必要である。 

② 

子どもに寄り添い地域のつながり
の場にもなる取り組みが一層広が
るよう検討する。 

③ 

地域の様々な居場所が子どもか

ら高齢者まで、また課題を抱えた
当事者も含めて交流できる居場所
に発展するよう取り組みを進める。

多
様
な
手
法
に
よ
る
地
域
福
祉
活
動
の
推
進

① 

ホームページ等を活用し、市民へ

の地域で行われている活動の情
報提供を充実させる。 

（主な成果） 

①④市や市社協の把握する地域資源情報を活用
し、活動を希望する人や事業者等の地域福祉活動
への参画や活動の立ち上げを支援するために、地

域情報共有サイト「あましぇあ」を開設するとともにシ
ニア元気UP パンフレットを発行した。 
②市社協の地域活動Ｃ「むすぶ」では、ボランティア

講座等の受講者の中で地域活動への参加を希望
する人を活動につなげる取組を進めたほか、子育
てを「援助してほしい人」と「援助したい人」が会員と

なり地域で支え合うファミリーサポートＣを運営し、そ
の会員登録者数は年々増加している。 
③市社協と連携し、市民活動団体と高校生・大学

生との協働の取組を支援したことで、高齢者が集え
るふれあい喫茶の立上げや、子ども食堂や健康づく
り体操などの地域福祉活動の活性化が図られた。 

⑤地域や社会で活躍する職員やこれから挑戦しよ
うとする職員の後押しと庁内における理解促進を目
的として、「尼崎市職員パラレルキャリア応援制度」

を創設した。 
⑥様々なソーシャルビジネスが立ち上がり、その中
には、子育て中の悩みを抱えた母親等が集まり就

労する場が生まれるなど、地域課題の解決にもつ
ながる取組も見られた。 
（課題） 

②活動を希望する人材の確保、育成とともに、「む
すぶ」登録者の活動志向に応じたきめ細やかな活
動情報の提供や、活動につなげるための働きかけ

や、組織化支援が課題となる。 
③担い手不足等で、活動頻度が高く地域住民が負
担を感じる見守り活動等の立ち上げや継続が困難
となっている。 

② 

活動への参加を希望する人の希
望等に応じて地域活動につなげる
市社会福祉協議会のボランティ

アＣの取り組みを支援する。 

③ 

地域福祉活動の立ち上げ支援、

有償ボランティアなどの、様々な
手法による地域福祉活動の推進
に向け検討を行う。 

④ 

先進的に取り組む活動事例を PR
し新たな団体が地域福祉活動に

参画しやすい環境づくりを進める。

⑤ 

職員有志のボランティア活動等を

推進し、職員の地域活動の参加
促進に取り組む。 

⑥ 

ソーシャルビジネスの担い手が数

多く集まり、生まれ育っていく環境
づくりを進めるための支援策を検
討する。 



２５ 

目
標

第３期地域福祉計画の主な成果と課題(H29～R2) 

計画策定部会委員等の主な意見 方 

向 
取組・方向性 

主な成果と課題 

【第 3期計画の点検・評価シートより】 

社
会
福
祉
法
人
、
企
業
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に

よ
る
地
域
貢
献
の
推
進

① 
社会福祉法人に地域公益活動の
実施に向けた、啓発や情報提供

などを行う。 

（主な成果） 
①地域公益活動の啓発等を行い、前年度の新設

法人以外は地域公益活動を実施している。 
②③地域福祉活動専門員が事業所と、地域住民
をつなぐことで居場所づくりを支援したほか、尼崎市

ケアマネジャー協会や民間事業所と連携した講座
を開催し、地域住民や当事者の防災意識の向上に
取り組んだ。 

④社会福祉法人や株式会社の協力を得て、福祉
避難所として計画期間中に 19施設を指定した。 
（課題） 

①社会福祉法人、企業、ＮＰＯ等の活動の把握とと
もに、様々な地域活動とのコーディネートの仕組み
づくりが課題となっている。 

・企業や社会福祉法人の地域づくりへの参画につい
ては、より積極的な発信による活動促進や、多様な

貢献のあり方を示し、ささやかな取り組みでも、その
ユニークネスを評価することが大切だと考える。 
・福祉活動に貢献した事業者を表彰して、優秀事

業所のマークやステッカーを交付・提供するなどに
より、それを広報していくとよいと思う。このとき、何を
「福祉活動とみなすか」は、幅広に構えておくとよ

い。アイデア・コンテストでもよいと思う。高齢者の笑
顔を増やせば１ポイントという仕組みでも構いませ
ん。 

② 

社会福祉法人、企業、NPO等の

取組を市ホームページ等で庁内
外に発信するとともに、それぞれ
のつよみを活かし、協働して地域

の課題に取り組むよう働きかけ
る。 

③ 

社会福祉施設が地域の交流の場
や福祉避難所としての協力を行う
など、地域貢献に取り組むよう働

きかける。 

３

誰
も
が
安
心
で
き
る
暮
ら
し
を
支
え
る
基
盤
づ
く
り

包
括
的
・総
合
的
な
相
談
支
援
体
制
の
充
実

① 

市政出前講座やホームページ等

を通じて行政等の各相談窓口を
広く周知する。 

（主な成果） 

②⑦しごと・くらしＳＣ尼崎において生活困窮者から
の幅広い相談に応じ、支援計画に基づき各種支援
が包括的に行われるよう関係機関との連絡調整等

を行い、寄り添い型の支援を展開した。 
③地域福祉推進協議会において、地域福祉ネット
ワーク会議で課題提起されたテーマについて協議

を行い、支援方法等の共有を図った。 
③④課題を抱え潜在化する市民の早期把握と支
援に向け、南北保健福祉Ｃ、いくしあ、地域振興Ｃ

職員に対し、民生児童委員等の役割や活動等につ
いて研修を継続実施した。 
⑤直ちに一般就労の難しい生活保護受給者等の

支援段階に応じて、就労準備セミナー及びボランテ
ィア・職業体験を組み合わせた計画的な支援やし
ごと・くらしＳＣ尼崎の職業紹介機能による段階的な

就労支援を実施した。 
⑥生活保護世帯等の小学4年生から中学3年生
に対して学習支援を行い、高等学校等の進学につ

なげたほか、中・高校生が将来を考えるきっかけづく
りのために作成した冊子「未来へススメ」を配付した。 
⑧いくしあと保健福祉Ｃが連携し、発達やひきこもり

支援等に関して情報共有や連携を図り支援につな
げた。 
⑨地域福祉活動専門員が地域住民や支援機関と

連携し、ゴミ屋敷等の制度の狭間や複合的な課題
を抱える世帯の支援に取り組むことで、地域や支援
機関との早期発見・支援のネットワークが広がって

いる。 
（課題） 
②コロナ禍による雇用・就業等への影響から、経済

的な生活課題を抱える人の相談の増加に対応した
支援体制の強化が必要。 
②③相談件数が増加する一方で、従来増加傾向

にあったひきこもり等に関する相談が減少しており、
社会的孤立にある人が相談につながりにくくなって
いる傾向が見える。自ら相談に来れない人に支援

を行うには、当事者や家族に対するアウトリーチに加
え、関係機関へ相談窓口を周知し、相談者を円滑
につないでもらう必要がある。 

②④⑤複合的な課題に対応した支援メニューや社
会資源の発掘、把握が不十分なため、支援の長期
化が課題である。 

⑥低年齢期から学習を習慣付けることが重要であ
るが、現在は高等学校等への進学を目指す中学3
年生の参加を優先しており小学生の待機者を多く

抱える状況にある。 
③⑦複雑・複合化した福祉課題の適切な対応のた
めに、支援に係わる市職員、関係者の連携意識や

スキル向上等が必要となる。 
⑥⑧発達障害や知的障害の疑われる子どもや不
登校児童等への支援のため関係機関との連携強

化が必要である。 

・行政に情報提供した後の対応の情報が返ってこ

ないため、不安に感じることがある。 
・市職員に現場や地域を知らない人が多い。地域
の活動を知ることで連携がスムーズになり互いに情

報共有もできる。 
・困り事は地域にたくさんあり、地域が把握できてい
ないケース、把握していても関係機関につながれて

いないケースがある。 
・義務教育修了後、家族・家庭任せで何十年も経
っているケースが多く、ひきこもり等で接点のない人

の支援を考えてほしい。 
・教育、防犯、防災等の他分野や異業種間連携の
仕組みが必要である。 

・福祉領域において、インフォーマルな支援をより広
く認めていくことが要請されているように感じる。困窮
した市民は、「よろず相談」を求めているのではない

か。 
・子育ての悩みや相談がある場合、どこにつながれ
ば良いのかということをわかりやすく周知することも

挙げてほしい。 
・重層的支援整備体制事業では、複合的な課題に
対する支援体制の中核を担う多機関協働事業の

役割が非常に重要であり、この事業の実現のために
は庁内外の連携と仕組みの構築が必要だと考え
る。 

・地域には、市のどこに相談に行けば良いのか分か
らないという思いがあり、たらい回しにされないような
仕組みが必要である。 

・「民生児童委員との連携強化」が必要である。 
・支援機関を支援するためには全分野の基幹的機
能を備えた機関の構築や、地域で分野を超えてそ

れぞれの支援策を利用できるような仕組みが必要
である。 

② 

しごと・くらしサポートＣ尼崎の体制
充実と地域、専門機関、行政の
重層的なネットワークを強化し関

係機関活動を支援する。 

③ 

各相談窓口と連携し、地域におけ

る課題の早期把握・支援のネット
ワークの充実、強化に取り組む。 

④ 

市各窓口への研修を充実し、市
職員一人ひとりが相談支援のワン
ストップ窓口であることを意識した

早期把握、早期対応に取り組む。

⑤ 

関係機関と連携して、相談者の

意欲・能力に応じた段階的な就
労支援に取り組む。 

⑥ 「貧困の連鎖」の防止に取り組
む。 

⑦ 

福祉の専門的な支援に加え、法
的支援などの様々な分野別の専
門機関と連携するための取り組み

を進める。 

⑧ 

設置予定の子どもの育ちに係る支

援Ｃで、子どもに関する幅広い範
囲の総合相談や、総合的かつ継
続的な支援を行うための拠点とし

て取り組みを進める。 

⑨ 

専門機関の支援終結後も、必要

に応じて社会福祉協議会支部事
務局と連携して地域福祉活動な
ど地域の支え合いにつなぐ。 



２６

目
標

第3期地域福祉計画の主な成果と課題（H29～R2） 

計画策定部会委員等の主な意見 方
向

取組・方向性 
主な成果と課題 

【第 3期計画の点検・評価シートより】 

権
利
擁
護
の
推
進

① 

虐待の広報・啓発や成年後見等

支援Ｃの周知を図るとともに各相
談窓口や警察とも連携を深め迅
速な対応に努める。 

（主な成果） 

①関係機関等への周知により成年後見等支援Ｃの相
談支援件数は増加傾向にある。 
③福祉サービス利用援助事業の実施にかかる市社

協の人員体制整備の補助を実施し、利用契約件数
の増につなげた。 
④虐待相談件数等の増加に対応し、いくしあ・南北保

健福祉Ｃを中心として関係機関が連携した相談支援
の充実とともに、虐待等に対応する職員の人材育成
を進めた。 

⑤「障害者差別解消支援地域協議会」での啓発用パ
ンフレット作成や活用方法等の協議を行ったほか、令
和２年度に制定の「尼崎市人権文化いきづくまちづくり

条例」のパンフレットに障害者差別解消法の概要等を
掲載し、周知・啓発を図った。 
⑥ 障害者差別解消法の趣旨や重要性等に対する

意識の醸成を図るため、新任課長や新採職員等を対
象の研修を開催した。 
（課題） 

①②当事者の判断能力が低下し、支援を拒否する対
応困難ケースの増加など支援が長期化する傾向が
みられた。 

①児童虐待の相談件数等の増加に対応し、関係機
関が連携した相談支援の充実と、関係機関職員の人
材育成が必要となる。 

①②③成年後見制度利用が必要な人を把握した場
合に、関係機関等が連携し支援を行う「地域連携ネッ
トワーク」の機能強化が必要である。 

⑤障害者差別解消法の認知度は、令和２年２月に障
害当事者等向けのアンケート結果で１４．０％と未だ
低い状況にある。 

・成年後見制度が十分に周知されていないアンケ

ート結果となったことや、市民後見人の養成研修も
広報が十分でないために人が集まらない現状である。
・福祉・司法等の各種専門職団体や関係機関の連

携により、専門的な助言・支援を得ながら、日常生
活自立支援事業や成年後見利用の利用促進とそ
のための体制整備、地域における権利擁護意識の

向上のための地域連携ネットワークの構築が計画で
不可欠である。 
・単身高齢者の増加に対応し、見守りや安心通報

事業、身元保証、死後事務を一体として提供する
ことが必要である。 
・市長申立てに時間がかかる場合の関係者理解を

得るための情報共有や、時間のかかったケースの
事後検証等が必要である。 
・市長申立ては後見人が選任されるまで時間がか

かるため、地域包括支援Cやケアマネジャー等の
支援者の負担が大きい。特に金銭管理や入院時の
保証人等、後見人決定までの間、支援者が業務の

範囲を超えて行わなくてもよいような公的な仕組み
作りが必要である。 
・成年後見制度の必要性が高まる中で、後見人の

相談やフォロー、受任調整の支援等を中核機関で
担っていくための体制整備が必要である。 
・学校園に対して、障害者施設との交流授業を行い

福祉の理解を図る取組みを定期的に実施・開催し
ていくとよい。 

② 

保健福祉Ｃの保健福祉総合相談
窓口と成年後見等支援Ｃが連携

するために、一体的な設置を進め
る。 

③ 

福祉サービスの利用援助事業を
推進することで、後見には至らな
いが支援の必要な人の自立と社
会参加を進める。 

④ 

関係機関のネットワーク強化に努
め、福祉サービスの利用支援、虐
待等の早期発見、対応等の取り
組みを進める。 

⑤ 

障害者差別解消法に基づく合理
的配慮の取り組みの広報・啓発、

障害者差別の相談事例等の共有
により差別解消に努める。 

⑥ 

市職員に対して虐待や DV防止、
差別解消に向けた研修等に取り
組む。 

適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
情
報
利
用
の
推
進

① 

適切な福祉サービスの確保に向
けて、関係各課が連携し指導監

査等の充実を図るとともに、苦情
解決体制の向上を図る。 

（主な成果） 
①福祉施設等に苦情等があった場合、関係課が連

携し、関係者からの迅速な聞き取りや必要性に応じた
実施調査などにより、効果的に実地指導を行った。 
②③「市報あまがさき」の点訳・音訳版等の発行や、

「お知らせ欄」のファックス番号併記など、障害のある
人に資する施策や情報等の提供を行ったほか、テレ
ビ・電話通訳を導入し、外国籍住民が行政に相談し

やすい環境を整備した。 
④出席者に守秘義務をかけることで、支援対象者の
同意を得ずに、速やかに支援機関相互の情報共有と

支援策の検討を行う「個別支援会議」を新たに設置し
た。 
⑤医療・介護連携体制の充実を図るために、医療・

介護の多職種が医療機関・介護事業所の資源情報
や特徴・特色ある取組を共有するシステムとしてあま
つなぎ機能マップシステムの運用を開始したほか、地

域情報共有サイト「あましぇあ」を開設した。 
（課題） 
②③障害のある人や高齢者、外国籍住民等の情報

弱者が円滑に情報を取得・利用しやすい環境を整備
する必要がある。 
④「個別支援会議」を活用し、複合的な課題を抱えた

ケースに対し、関係機関が相互の役割を理解し連携
した支援を行っていく必要があるが、個別支援会議の
開催への職員の負担等もあり、十分に活用されてい

ない。 

・尼崎市は外国人市民も一定数いて、コロナ禍によ
る生活困窮に陥った世帯も多いのではないか。 

・災害時を含めた情報支援や日頃からの地域内で
の交流・つながり促進に向けた取組についても記載
が必要ではないか。 

② 

意思疎通に課題を抱える市民を
支援し、様々な媒体を活用して必
要な情報を取得するための制度

などの情報提供に努める。 

③ 

障害特性に応じて、必要な情報

が合理的な配慮のもとで適切に
確保、利用できるよう、広報、啓
発等に取り組む。 

④ 

地域課題の共有・解決のために、
行政の様々な情報を地域の関係

者や団体、専門機関で適切に共
有する方法を検討する。 

⑤ 

将来的な取り組みとして lCT を活
用して様々な情報を関係機関の
間で共有し、支援の一体的提供

の仕組みの検討を進める。 



２７ 

目
標 

第 3期地域福祉計画の主な成果と課題（H29～R2） 

計画策定部会委員等の主な意見 方
向

取組・方向性 
主な成果と課題 

【第 3期計画の点検・評価シートより】 

要
配
慮
者
（災
害
時
要
援
護
者
）支
援
の
推
進

① 

避難行動要支援者名簿を整備す

るとともに、災害時に備えて日頃
のつながり作りの大切さ等につい
ての啓発を行う。 

（主な成果） 

①要支援者等の情報を管理、地図上で表示し、名簿
や個別支援計画の作成に活用するための要支援者
システムを導入した。 

②市防災総合訓練や地域防災訓練において、新た
に要配慮者や JMAT等を交えた実働訓練等を実施
した。 

③社会福祉法人や株式会社等と協議し、計画期間
中に１９施設を福祉避難所として新たに指定した。（令
和３.３末：40施設） 

④福祉避難所開設・運営マニュアル作成手順書を策
定し、指定施設への周知を図った。 
（課題） 

①地域の防災意識を高め、支援関係者を増やすため
に市社協や福祉専門職等の支援関係者と関係部局
が連携しながら、市民の共助意識を高めていく必要が

ある。 
②災害時に備え福祉専門職からの受援体制の構築
が必要となる。 

③福祉避難所の開設運営マニュアル作成や訓練等
が実施できていない指定施設がある。 

・地域で顔の見える関係が必要だが、阪神淡路大

震災の記憶が風化し、町会の役割を実感しづらい。
・民生児童委員だけでは責任が重く、要配慮者を
自治会と共有し、避難に協力してもらえるようにして

ほしい。 
・要配慮者ごとの支援計画があると心強い。 
・介護施設は人員不足で災害対策が不十分で、マ

ニュアル作成の支援が必要である。 
・「福祉避難スペース」（not only 福祉避難所）の拡
充を検討していくとよい。 

・福祉避難所は増えているがまだ数が少ない。障害
のある人の場合、第１福祉避難所を地域ごとにつく
り、そこに避難された方をトリアージして第2福祉避

難所へ案内するようなシステムを構築してはどうか。
・防災情報の発信はしているが、アンケートでの認
知度は低い。 

② 

尼崎市避難行動要支援者避難
支援指針をもとに、避難行動要支

援者の避難支援体制を市民、事
業者、関係団体、関係機関ととも
に整備する。 

③ 

社会福祉施設等に協力要請を行

ない、福祉避難所の拡大等に努
める。 

④ 
災害時要援護者支援連絡会での
意見を踏まえて、福祉避難所の運
営マニュアル等の作成を進める。 

安
全
・安
心
に
暮
ら
せ
る
環
境
整
備

① 
高齢者等の見守り活動等とも連
携し、各世代に応じた消費者教育
や啓発活動を行う。 

（主な成果） 
①地域包括支援Ｃや民生児童委員と連携した消費
者被害防止の周知、啓発を行った。 

③「防犯カメラ設置中」ステッカーを、店舗だけでなく、
市内小学校・特別支援学校の校門に設置された防
犯カメラ付近にも掲示（令和2年 3月末時点 計

437箇所）するとともに、防犯カメラを設置する地域
団体等（24団体）に補助を行ったことで、累計 155
台の防犯カメラが地域で設置され、地域の防犯力の

向上に寄与した。 
④市営・民間住宅のバリアフリーを計画的に進め、バ
リアフリー性能が確保された市営住宅を増やすなど、

バリアフリーの住まい・まちづくりが進められた。 
（課題） 
①高齢者を対象とした特殊詐欺被害の増加が懸念さ

れている。 
①成年年齢を 18歳に引き下げる改正民法が令和 4
年 4月に施行されることに伴い、社会経験の少ない

若年層を対象とした消費者教育を教育機関等と連携
しながら推進し、若年層の消費者被害を未然に防止
する必要がある。 

・住宅確保要配慮者向けの居住支援策の検討が
必要である。 
・いずれも大事のことですし、いずれの取り組みも進

捗をどんどん PR していくことが必要である。 
・「やればできる」という自己効力感を社会で共有し
ていかなければ、次のステップにつながらず、やが

て閉塞感ばかりが高まってしまうように思う。 

② 
普段の散歩等、市民それぞれの
日常生活の中で気軽に参加でき

る防犯活動を進める。 

③ 

防犯カメラの設置効果について検

証を行い、今後のあり方について
検討を進める。 

④ 

住宅・住環境の整備を促進すると

ともに、放置自転車の対策など、
誰もが安全・安心に暮らしやすい
環境整備に取り組む。 



２８

計画策定における委員意見等

委員意見等一覧 ①

1

【福祉学習の推進】
○ 見える障害や認知症への理解は進んでいるが、知的障害や精神障害に対しては「怖い」と感じる人が多い。地域の
信頼度が高い事業者から発信することで、地域の理解も得やすくなると感じている。

○ アンケートから、地域住民が防災に対する意識を高める必要があると感じた。地域で気付きや学び合いの場づく
りができるよう、防災と福祉のワークショップや体験活動等、イベントを通じた仕掛けが必要。

○ 課題だけを発信すれば背を向ける。若い人材のリクルートには、なおさら広報の仕方が問われている。それは、災
害分野のみならず、成年後見制度や再犯の問題も同様で、どう伝えてシェアするかが問われている。

●（市民)個人主義が進むため、他人の事まで考える人は減少するばかりだと思う。地域福祉、助け合いについて子ど
もの頃から、学校でもっと教えていくべきことではないかと思う。

●（保護)厳しい環境で生まれ育ってきた対象者も多く、更生には周りの温かい理解や本人の自覚等が必要。

【地域福祉活動の担い手の発掘・育成・支援】
○ 社協ボランティアセンター登録者は年々減っている。ボランティアに興味のある方は割といるが、テーマ型で自分
のしたいことだけと考える方が多い。何かしたい思いはあるが継続した活動に結びつかない方が増えている印象。

○ 地域活動というフワッとしたものより、子どもや障害者への支援等、分かりやすいものが選ばれる傾向がある。
○ 町会活動に若い人が入っていくためには、地域活動の主体となっている高齢者層の理解が必要。
○ 担い手不足でメンバーが固定化し、新しい取組みにチャレンジしづらいという連鎖が続いていると感じる。
○ 昼間は仕事で地域にいない現役世代が多く、地域参加を求めることは難しい。土日だけの参加でもありがたい程
度に考えている。２～3０歳代よりも、4～５０歳代に地域に関心を持ってほしいが、なかなか参加してもらえない。

○ 共働き世帯は「余裕がない、何らかの役割を担うのは難しい」と町会加入に難色を示す人が多い。「できる人がカ
バーしていく」と伝えているが、地域によって考え方も違うため、そういった意識を発信していく必要がある。

○ 行政から「任命」されることで、活動者自身も責任感や使命感をもつことができ、地域にも受け入れられやすくな
る。人は義務感よりも、承認や感性に響くか否かが原動力となることも重要なポイントではないか。

○ 尼崎市には「やってやろう」というバイタリティのある人が多いし、その気持ちがあれば物事はスピーディに進む。
○ 先頭に立って活動する人は少ないかもしれないが、言えば手助けしてくれる人は多く、尼崎の「つよみ」だと思う。
○ 色々な活動を始める時には反発もあるが、みんなで役割分担し、継続していればその活動が当たり前になる。
○ 子ども会やＰＴＡ活動など、ライフステージに合わせて地域はできていく。きっかけとなるタネや仕掛けをたくさん
作れば、いざという時に使える。タネやしかけを作るために、地域の様々な団体が頑張ってくれればと考えている。

○ ＮＰＯ団体と地域をつなげていくには、行政が地域に伝えるような橋渡しをしていけば良いのではないか。
○ 地域課題に前向きに取組みたい人もいるはずだが、情報のプロモーションをしなければ新しい人材は集まらない。
人材確保ができなければ、どういった施策を実施しても、将来的に実施が困難となるのではないか。

○ 民生児童委員の活動は、目に見えない活動も多く、連協に役割を理解してもらえていない地域もある。民生児童
委員自身が町会活動にも積極的に参加することで地域の理解を得ていく必要があると考えている。

○ 市民の多くは地域の活動者の姿を見た事がない。例えば、小学校で民生児童委員が授業をする、学校便りに保護
司のメッセージを定期掲載する等、地域のアクションの中で取組みをするような広報が必要。

○ アンケートで１番のポイントは「情報」。周知不足が課題をより深刻化させており、課題のある人を孤立させている。
○ 例えばＰＴＡに協力してもらい、防災という視点で高齢者や子どもを守る取組みが必要であることや、それが日常
の福祉にも繋がっていることを伝え、人材をリクルートできないか。

○ 若い世代が地域と繋がるきっかけを作るには、ある程度のインセンティブやベネフィットを見せることが必要。「災
害時に命が助かるかもしれない」のようなベネフィットを伝えられるかが勝負どころではないか。

○ 情報源１位は市報という結果だが、若い人にリーチするのに市報しかないというのは頼りない。市報のＱＲコード
等で飛んだ先がテキスト情報だけでなく、活動の誘い掛けにならないと立ち行かない。

○ 最近は「ＰＤＣＡ＆Ｓ」といわれ、最後のＳ＝シェアが回っていないと思う。情報をあらゆるプロセスの段階でシェア
＝地域に丁寧に広報し、市民に市の取組みや保護司、民生児童委員が頑張っているらしい、などの情報が噂として
伝わるまで広報をする仕掛けが必要。

○ 災害ボランティアなどはボランティアバンクへの登録が流行りになっている。登録だけでなく、その先に動き出せ
るような関わりが持てる仕掛けを作り、取組んでいる姿が見えるようにすることが必要ではないか。

○ 過疎地と比べ余力や人口もある尼崎では、外に情報を出すより地域向けにコミュニティが活性する情報の発信が
必要。既にある取組みや人を魅力的に見せられるように情報を発信し、繋がれるきっかけを作る。１つの取組みを
何倍にも素敵なものと感じ取れるようにして人の気持ちを掴まないと届かない。

●（市民)人それぞれ参加したい活動は異なる。どんな活動をしているか一面に載せて明確にしてほしい。
●(市民)一人暮らしで周りに知り合いがいないと、地域での活動に参加しづらく、参加しやすいきっかけなどが必要。
●(民生)老人会や元気なお年寄りの方々に見守り活動への参加の仕組みがあればと思う。
●（民生)活動内容と必要性が住民に理解されず、不愉快な思いをすることが多く、活動の意義に疑問を感じる。
●(民生)民生児童委員になってみようと思う魅力ある広報が必要。民生児童委員も高齢化が進み、若い層の人材が
育たないのが問題。私達も若い民生児童委員の担い手を勧誘はするが、関係機関からの働きかけが必要。

●(保護)保護司の確保が喫緊の課題。国、公共団体において対策を取るべきであると考える。
●(保護)専任コーディネーターを中心に人と人がつながり、地域で活躍する人が一人でも増えるような仕組みを、地
域住民、各種団体、市、社協と一緒に考えていきたい。

基本目標１ 「支え合い」を育む人づくり
○計画策定部会委員意見 ●アンケート意見 ◆その他支援関係者からの意見
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２

【地域での見守り・支え合いの充実】
○ コロナ禍が長期化する中で、市社協としても、見守り等の訪問型活動については、インターフォン越しでの面談や電
話の活用も進めているが、見守られる側が嫌がる場合や、地域の目もあり、実施する側も躊躇することがある。特に、
サロンなどに出てこられない人がいるため、コロナ禍の長期化により心配な部分もある。

○ 高齢者などからはサロンの開催を望む声もあり、コロナ禍で地域との関わりの必要性を実感している人も多い。
○ 支援を受ける側にとっても、支援者がどういった人（肩書き)であるかは重要。同じ地域の人は信用できても、知ら
ない相手では不安を感じる場合がある。

○ 地域住民が「こんなことでもつないで良いのか」「これなら自分でも手助けできる」と思えるような気付きの例を出
すことで、気付きのアンテナになるのでは。

○ 町会加入者は町会から地域情報を入手できるが、情報が届きづらい未加入者は民生児童委員がフォローしている。
○ ワンルームマンションは町会未加入者が大半。住民の出入りも激しく民生児童委員が把握することも難しい。
○ 女性と比べて男性は地域にあまり出てこない人が多いと感じている。孤立防止のため、男性に参加してもらいや
すくなるような仕組みがあればと思う。

○ 「孤食」が問題といわれており、母と子の２人きりの食事にしんどさがあることも感じている。子ども食堂に来てい
る子ども達が今どう感じているか分からないが、大きくなった時に何か感じてもらえるものがあればと考えている。

○ 民生児童委員の高齢化、欠員増加の状況の中、更に災害時の事も考えてといっても、「それどころではない」という
自由記述の回答もあった。民生児童委員ほどの役回りはなくても、地域の福祉を気にかけてくれるメンバーや仲間
を、ＰＴＡや地域の祭りの中に仕込んでおく等、人材のリクルートの体制が、包括的な相談支援体制のネットワークの
中にも必要になる。

●（市民)高齢者の多い中、独居老人の日常の把握等が必要だと思う。
●（市民)隣人の顔と名前や子どもの年齢など知れたら良い。情報交換したいがなかなか会えず、たまに会っても挨拶
のみ。コロナで難しいとは思うが、イベント等あれば嬉しい。

●（市民)高齢者になると日々の生活に不安がたくさん出てくるので、安心して暮らせるまちづくりを希望する。高齢
者同士がコミュニケーションの取れる場所（地域ごとに)を作ってほしい。

●（市民)新しく転居した人達が町会等に入会しないため地域でのつながりが構築できない。地域人としての意識がう
すく、付き合いをしたがらない人が多い。

●（市民) 高齢化社会に向けて助け合える環境ができ、安心して年をとれる社会になるよう、近隣とも関われるきっか
けもあってほしい。

●（民生)どこの地区でも高齢者が高齢者を見守る現状に限界を感じている。緊急システム等をよく利用する方がいて、
食事中、夜間を問わず、駆けつけなければいけない現状に困る時がある。

●（民生)自助、共助、公助を原則に活動していくつもりだが、共助において個人情報とプライバシーが交錯する時があ
る。集合住宅において住民との意思疎通を図ることが難しい。認知症などは地域の共助がとても必要だと思う。

●（保護)地縁団体の弱体化により、地域で支える仕組みが低下していることが不安。
●（保護)保護観察対象者が家族・勤務先、そして地域社会で自分の居場所を持つことが大切。そのためには何よりも
本人の自覚と努力、そして取り巻く地域社会の理解と協力が不可欠。

●（保護)地域とのつながりが保護観察対象者の自立へつながるのではないかと考えている。

【多様な手法による地域福祉活動の推進】
○ コロナ禍が長期化する中で、繋がり続けていくために、いかに意図的に仕掛けるかが必要であり、行政としては地
域活動の芽を応援していくといったスタンスが必要。

○ 例えば、ＩＣＴを活用した活動を促進するための各団体への助成や、ＩＣＴを活用している団体のノウハウを他の団体
にも広げるような取組みなど、情報とつながりづくりの掛合わせができれば良いのでは。

○ 次期計画では、コロナ禍の地域活動についてなんらかの手立てを盛り込む必要があると思う。
○ コロナ禍で休止したままの「つどいの場」も多くある。活動者は再開したい思いもあるが、地域の目や参加者の負
担を考えてやむを得ず中止しているという声も聞いている。

●（事業所)市の役割として、地域の取組みをデータ化・マップ化・市民に広げ、共有できる仕組み作りをお願いしたい。

基本目標２ 多様な主体の参画と協働による地域づくり

委員意見等一覧 ②
○計画策定部会委員意見 ●アンケート意見 ◆その他支援関係者からの意見

【地域福祉活動を支援する人材の育成】
○ 市が地域づくりのために配置した地域課職員も人によるばらつきがある。浸透させていくには時間がかかる。
○ 民生児童委員向けに社協支部と地域包括支援センターで開催する研修を年１回開催しているが、顔の見える関係
を作る目的では、地区全体の大きな会議よりブロックごとの会議が有効であると考えている。

基本目標１ 「支え合い」を育む人づくり



3０

3

【包括的・総合的な相談支援体制の充実】
○ 行政に情報提供した後、そのケースがどうなったのかといった情報が返ってこないため、ほったらかしにされてい
るのではないか、困りごとを抱えた対象者を把握しても、必要なつなぎを十分にしてくれていないのではないかと
感じることもある。

○ 市職員に、実際の現場や地域の様子を知らない人が多い。専門職が地域の活動を知ることで連携がスムーズにな
り、互いの情報共有もできると考えており、地域資源や地域での活動についてもっと知っていてほしい。

○ 事業所が地域福祉活動専門員との連携意識が低い理由としては、事業者にとっては、インフォーマルな支援との連
携意識が低いことが考えられるのではないか。

○ 保護司は地域振興センターとの連携が高い結果となっているが、実態としては、保護司が連協等の役員を兼ねて
いることも多く、他の役割の中で社協支部窓口との関わりが多いことも要因ではと考えている。

○ 民生児童委員と地域包括支援センターは切っても切れない関係と考えている。地域包括支援センターだけで、地域
の支援を必要としているケースを発掘、把握することは困難なため、互いに積極的に連携を図ってきた。また、虐待
ケースなどの地域包括支援センターの関わりが難しいケースは、民生児童委員に同行してもらったり、キーパーソン
を紹介してもらうこと等で介入しやすく助かっていたが、コロナ禍の中で、民生児童委員の活動が難しくなり、協力
を得ることが難しく、連携が弱くなったと感じている。コロナ禍以前の生活にすぐに戻れるわけではなく、現状の課
題を克服できるような新たな取組みの方向性を次期計画に書きこめればと思う。

○ コロナ禍以前は、担当圏域にある地区民児協のブロック会議に職員が参加し、研修や事例検討を行っていた。しか
し、コロナ禍でブロック会議も開催されず、新任民生児童委員への挨拶もできていない。地域包括支援センターの役
割等について知ってもらえていないことを不安に感じている。

○ 困りごとは地域にたくさんあるが、地域が把握できていないケースもあれば、把握していても行政や関係機関に繋
がれていないケースもある。特に若い層は民生児童委員を知らない人も多く、地域で困りごとを発見しても、どこへ
繋いで良いか分からない可能性がある。駆け込むことができる場所を伝えることも必要。

○ 支援ニーズをキャッチしても、どう支援機関につないでいくかの仕組みが構築されていない。
○ 保護司は福祉の支援機関のことをあまり知らないため、連携が十分でないと感じている。特に、南北保健福祉セン
ターとのつながりが薄い。

○ 犯罪をした人のことは家族が隠すことも多くあり、そもそも地域にも情報が伝わらない。地域で受け入れるという
ことは難しいのではと感じる。

○ 犯罪をした人の支援にあたっては、身近な地域の人は声かけ等の役割を、専門職は寄り添いの役割を、それぞれ
分担して取組む必要があると考えている。

○ 保護司は保護観察期間が終了すると対象者とは関わりをもつことができなくなるため、地域でゆるやかに見守り
を継続するためにも、支援者間のネットワーク構築が必要。

●（市民)どこへ相談したら良いのか分からない。市役所等は“たらい回し”にされることが多い。
●（市民)小中学校では不登校、引きこもりの支援があるが、卒業してからはほとんどが家族・家庭任せで何十年も経っ
ているケースが多くある。一人暮らしや引きこもりで接点のない人の対応を考えてもらいたい。

●（市民)教育、防犯、防災の横断的連携が必要。福祉は単にそれ自体の問題ではなく、社会構成の根本に立ち返る時
期にある。

●（民生)縦割り行政で横のネットワークがない。
●（民生)どこの担当課に相談すればよいのか分からない。
●（民生)コロナ禍で自宅にこもる家庭が増え、虐待、ＤＶ、ネグレクト等が分かりづらい。要対協家庭を把握しているが、
主任委員４人では地域が広いため十分な活動ができず、また民生委員との情報共有ができず、身動きが取れない。
情報共有を求める。

●（民生)問題を抱えている人が何の心配もなく気軽に相談できる施設が必要。個人情報等もあり、なかなか本音を相
談できない家庭もあるように思う。気軽に相談できる場所があればと思う。

●（保護)対象者のニーズと組織や機関のつながりが図式化されうまく進む経験ができれば、助かるケースも多い。
●（保護)課題のある対象者を関係機関につなぎ、ケース検討会を持ち、保護観察解除後も引き続き支援が必要。
●（保護)生活環境調整段階で支援困難が予想される場合、行政や関係機関との連携の仕組みづくりができればと考
える。連携先へは情報を開示し、ケース内容を共有することが不可欠。

●（保護)対象者が直接相談できる民間の「人材派遣」のような窓口があれば、気軽に就活アプローチをするのではと
思う。

●（保護)薬物の深刻な後遺症等をまとめた冊子を全小中高校生を対象に配布するなど、防止・予防の努力を増やすこ
とが大切。

●（事業所)異業種間の福祉連携した仕組みが見当たらない。
◆ 裁判所や検察庁から、執行猶予には対象者の今後の生活の見通しが条件と指示されることもあり、その場合、生活
保護制度の活用等を含め、行政の福祉サービスとの連携が必要となるものの、そのための調整が難しい場合がある。

◆ 支援の輪に入ってくれない、支援を受けようとしない方が多く、手こずっている。周りは困っているが本人が困っ
ておらず、支援の輪に乗っかってもらうこと自体が難しいなと思うことが地域の中では結構ある。

基本目標３ 誰もが安心できる暮らしを支える基盤づくり

委員意見等一覧 ③
○計画策定部会委員意見 ●アンケート意見 ◆その他支援関係者からの意見
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【権利擁護の推進】
○ 単身高齢者の増加が見込まれる中で、見守りや安心通報システムと、身元保証や死後事務をパッケージで提供し
ているように見せていくことができれば、安心につながるのでは。

○ 支援者が成年後見制度の利用を希望しても対象にならなかった後のサポートを考える仕組みが必要。
○ 成年後見制度の利用を進めるにあたっては、以前はやりづらさがあったが、地域包括支援センターと成年後見等
支援センターとの連携もできており、年々状況は改善していると感じている。

○ 市長申立てには時間がかかる認識は変わらないが、やむを得ない場合もある。適宜状況報告があり、必要な手順
を踏んでいることを関係者が理解できることが必要。

○ 尼崎市医療・介護連携協議会が身寄りのない高齢者の支援方法をまとめた冊子があり、成年後見制度の申立て
から後見人が決まるまでの間の金銭管理について示されている。しかし、現状は他に使える資源がなく、やむを得
ず地域包括支援センターや担当ＣMが引き受けている。金銭や自宅の鍵を預かる、銀行の入出金をすることは各機
関や個々の支援者にもリスクがあり、代行の仕組みや事故が起きた際の担保のようなものが必要。

◆ 他市の「権利擁護支援センター」では、市に対する市長申立てから成年後見人が決定するまでに時間がかかった
ケースの事後検証等を行っており、そうした取組も必要ではないか。

【要配慮者(災害時要援護者)支援の推進】
○ 「自助」「近助」「共助」「公助」という順番で、災害が起きた際にはまず自助。公助は期待できない。そのためにも地
域で顔の見える関係が必要と考えている。

○ 災害が起きれば町会のつよさが分かるのではと感じるが、幸い尼崎市は阪神淡路大震災以降大きな災害には
遭っておらず、同震災の記憶も風化してきているため、実感として持ちづらい。

○ 地域内で町会や民生児童委員等の災害時の役割がはっきり決まっていないことが不安。防災訓練の内容も漠然と
しており、実際の災害を想定して各自の役割を決めた訓練を行った方が良いと感じている。

○ 災害の領域で取組んでいる側は、南海トラフ巨大地震等の情報を繰り返し発信していると考えているが、アンケー
トに回答してくれた協力的な人でこの認知度であれば、実際はもっと届いていないと考える必要がある。

○ 民生児童委員や保護司は意識が高い分、浸水想定や被害想定、福祉避難所に対する理解も進んでいるとは言える
が、それでもこれは低いと見た方が良いと思う。

○ 福祉事業者のＢＣＰ策定時には「地域資源を活用できるか」という部分も問われる。自分の施設がある小学校と日
頃から繋がることで、災害時に施設へ避難してきた方を指定避難所にも振り分けていくことができるかもしれない。

●（市民)独居老人用の分かりやすいハザードマップがほしい。（避難場所、電話、交通手段等々)
●（市民)障害者に対しての災害が起きた時のことを詳しく情報ほしい。
●（市民)災害時の避難場所のマップを地域・町内の掲示板に貼ってほしい。
●（民生)高齢者の独居世帯、高齢者夫婦世帯が増えている。民生児童委員の自分自身も高齢者になった。目が行き届
かないことも多く、災害が起きた時はどうするのか、もっと道筋を付けた話や具体的な行動を示してもらえると不
安が少しでも解消される。

●（民生)自分の担当区域以外にも同じ町会の民生児童委員の担当者のことも把握しておくことは、急を要す場合等に
役立つと思う。高齢者名簿兼避難行動要支援者名簿を互いに共有することは難しいか。

●（民生)大きな災害が起きた時、民生委員だからといって過剰な期待や負担を求められても困る。先ず自分が無事で
なければ何もできない。自分が無事ならば次は自分の家族、それで精一杯。

●（民生)防災訓練をしてほしい。地域の学校の協力のもとやっていきたい。
●(民生)地域の障害を持つ方のことを、担当だけでなくもう少し広い範囲で知っておくことが災害時に支援するため
にも必要だと思う。発達障害の子の特性と実在を知ることで配慮できることもあると思う。

●(民生)日頃の活動において、民生委員が一人で頑張ったところで災害時は地域での協力が不可欠。社会福祉協議
会（町会)に入っていない方が増えており、連携がとりづらくなっている。町会に入っていなくても避難時の訓練等
を地域で実施することを早急に進めてもらいたい。

●(民生)避難時に民生児童委員一人では責任が重すぎる。せめて要配慮者を自治会で共有し、避難に協力してもらえ
るようにしてほしい。

●(民生)要配慮者の避難支援のため、個別支援計画を進めているのを知らなかったが、必要なこと。対象者名簿は配
布されているが、災害時、民生委員としてどう行動すれば良いのか分からない。ご近所各々の指定避難を考えられ
ている。避難先の把握をしておく必要があるのではないか。

●（保護)地域住民の６０％以上の高齢者を避難するのに民生委員、保護司ともに６０歳以上の方が多く現実的にかな
りの無理がある。

●（事業所)要配慮者の避難方法を決めておく支援計画があると心強い。南海トラフ巨大地震が発生する前に、それに
耐えられる福祉避難所の整備を進めてもらいたい。

●(事業所)介護施設は常に人員不足の状態であり、なかなか災害対策に取り組めてない。具体的な地域に合ったマ
ニュアルのひな型や作成への支援をお願いしたい。

●(事業所)福祉避難所でなくても、災害時、利用者のかけこみ場所をサービス事業所が担うことも想定され、日常か
ら事業所が地域住民とどのような関係を作っているかが、非常時に生きてくると考える。

基本目標３ 誰もが安心できる暮らしを支える基盤づくり

委員意見等一覧 ④
○計画策定部会委員意見 ●アンケート意見 ◆その他支援関係者からの意見
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【地域特性に応じた計画について】
○ 今後の地域福祉を考える上で、市全体としての取組みだけでなく、地域特性に応じた取組みを進めていくという
方法も検討する必要があるのでは。

○ 加入率が低下している地域でも、ＮＰＯ活動が増加していること自体が地域の「つよみ」と言えるのでは。
○ 福祉部局、まちづくり部局、市社協のＣＳＷが連携することで、地区別ビジョンの推進を図ってはどうか。
○ 尼崎市のつよみは、全市的なネットワークに頼らず個々に動ける人が多いことではないか。６行政区ごとにコミュ
ニティが確立されており、他の行政区の良いところを取り入れてそれぞれ行政区が取り組んでいる風潮がある。

○ 若い世代は小学校区のまとまりがイメージしやすく、また、災害領域でも８～９割が指定避難所に避難する予定と
答えている。小学校という物理的な建物を基軸にした取組みが、尼崎市にはフィットするのではないか。

○ 大庄地区では3世代同居や代々その地区に住んでいる人が多く、町会加入が当たり前という空気がある。
●（事業所)大庄地区は高い建物が少なく、高齢者が多く住んでいる。歩いての避難が困難で車椅子を使用しても階
段が上がれない。

【再犯防止推進計画について】
○ 再犯防止での「入口支援」「出口支援」といった視点はまだ乏しく、触法障害者の実態把握や検討の場が必要。
○ アンケートで非行や犯罪をした人に「就労支援が必要」と考える人が多くいたが、協力雇用主に雇用されても、本
人の特性が従業員に伝わっていない、理解が得られない等の理由で職場に馴染めず、結果的に仕事が続かないと
いったケースも聞いている。

◆ 「出口支援」に取り組む弁護士にとっては、対象者が複雑・複合化した課題を抱え、支援にゴールが見いだせな
かったり、直ちに解決が難しい事案も多い。「出口支援」は「出口の見えない支援」とも言われており、福祉サービス
との連携が必要不可欠。

◆ 非行や犯罪をした人の支援には地域の理解も欠かせない。地域への繋ぎ、一緒に取り組む意識が重要。
◆ 兵庫県弁護士会の「寄り添い弁護士制度」は、弁護士会の中でも様々な立場で活動している弁護士がいることや
周知不足等もあり、十分に制度活用がされていない状況にある。

◆ 「寄り添い弁護士制度」が活用されてはいないが、犯罪をした人で福祉サービスによる支援が必要な対象者は存
在する。尼崎市にも、そういった対象者の支援を行ってくれる弁護士はいる。

◆ 兵庫県弁護士会には、「入口支援」として触法障害者の支援を行う弁護士のプロジェクトチームがある。
◆ 性犯罪やアルコール・薬物依存、窃盗等は、それぞれ背景に複雑な課題を抱えていることが多い。そういった人へ
の支援には、目の前の課題だけでなく、犯罪に至る主原因を見分けた上で更生の道を探っていくことが必要。

【重層的支援体制整備事業について】
○ 重層的支援体制整備事業における連携、調整、コーディネーション等により、何ができるかというビフォーアフ
ターを、具体的なエピソードで説明でき、それを市民とも共有することが必要。

○ 色々なことに取り組む人や組織を魅力的に見せていく必要がある。重層的支援体制のコーディネーターが、その
人や組織の役割を可視化しなければ、繋がる事の可能性に手応えが見えず、継続していかないと感じた。

◆ 包括支援担当が開催している気付き支援型の地域ケア会議でも、その時に動いてほしい機関（事業所等)が動い
てくれないことがある。この事業も結局は同じことにならないかと懸念している。積極的な事業所は協力してくれ
るため、うまくＰＲができればと思う。

◆ ８０５０問題のような複合課題に対応する際には、個人に起因する関係性では担当替えで関係が切れることもあ
り、組織で対応できる体制が必要。

◆ 社協から市の関係機関にケースカンファレンス等への参加を依頼してもなかなか集まってもらえないのが現状。
この事業を通じて集まってもらえるなら助かる。

◆ 事業構築にあたり、①形だけの会議は作ってほしくない、不必要に関係機関を集めず、必要な部署で意義のある
話をしたい、②「大変ですね」と労える痛み分けの協議であってほしい、③やりがいをもって取り組みたい、顔の見
える関係を築いていけるものにしたい、という点をお願いしたい。

◆ この事業の必要性を理解してもらい、関係機関に協力してもらうことが必要。
◆ 多機関協働事業について、まとめ役は相当な知識のある人、笑顔が素敵な人が必要。
◆ 他の事業につなぐ際に、つなぐ先の事業者がどのような人か分かっていなければ、支援が上手くいかない場合が
ある。

◆ 民間団体で支援方法などを共有することで、事業者の負担減になるようになればいい。
◆ 支援される側にも支援の担い手になれる人はいる。そうした人たちとフードバンクや学生服バンク、ひきこもり支
援をやっていきたい。

◆ 就労していてもボランティアに参加する人がいる。それは、働いていても居場所づくりができていないということ。
居場所をしっかり作らないと社会参加にならない。ボランティアなどで地域の居場所を作り、本人との信頼関係が
できれば、その人達を中心とした、ごみ屋敷の清掃など他の活動にもつながる。

次期計画に向けた意見

委員意見等一覧 ⑤
○計画策定部会委員意見 ●アンケート意見 ◆その他支援関係者からの意見



33 

Ｖ. 計画の取組内容と方向性について（本編 Ｐ６～１３）

目標
展開

方向
取組・方向性 位置付 区分

１　「ささえあい」を育む人づくり

　福祉学習の推進

①
市民が地域課題に関心をもち、その解決に取り組む意識を醸成するため、自治のまちづくりの拠点である各地域振
興センター等において市民活動団体などと連携し、地域の福祉ニーズに応じたさまざまな学びの場づくりを進める。

更新

②
次の世代の担い手の育成に取り組むため、高校生、大学生等と市民活動団体との協働による、地域課題の解決に
向けた体験的な取組の促進を行う。

更新

③ 身近な地域課題を共有、学習するための lCTの活用も含め、さまざまな手法による学びや協議の場づくりを進める。 新規

④
地域学校協働本部や学習グループなど地域で活動するグループに福祉学習や地域福祉活動に関する情報を提
供することで、地域課題の共有や地域福祉活動への理解を促進する。

更新

⑤ さまざまな媒体を活用し、福祉に関する研修・講座や地域活動等に関する情報発信を進める。 新規

　地域福祉活動の担い手の発掘・育成・支援

①
地域資源情報を検索できる地域情報共有サイト「あましぇあ」の情報を活用し、活動を希望する人や事業者等の地
域福祉活動への参画や新たな活動の立ち上げを支援する。

新規

②
学生等が地域活動に参加しやすい環境づくりに向けて、引き続き、高校生・大学生等の活動経費を支援するととも
に、市社協や各地域振興センターとも連携し、協働の相手方となる市民活動団体の紹介等を行う。

更新

③
市社協への支援を通じて、既存の活動団体における活動者やささえあい地域活動センター「むすぶ」登録者に対
し、地域で必要とされている具体的な地域福祉活動を提示することで、更なるマッチングを推進する。

更新

④
地域学校協働本部や学習グループなど地域で活動するグループに福祉学習や地域福祉活動に関する情報を提
供することで、地域課題の共有や地域福祉活動への理解を促進する。（再掲）

（再掲）

⑤ さまざまな媒体を活用し、福祉に関する研修・講座や地域活動等に関する情報発信を進める。（再掲） （再掲）

　地域福祉を推進する人材の育成

①
地域福祉活動専門員の研修経費の補助などを通じ、多様化・複合化した地域課題に対応できる専門性の向上に
向けた支援を行う。

更新

②
市職員や地域包括支援センター等の支援関係者と地域で活動する民生児童委員や保護司等の支援関係者が、
お互いを理解し、顔の見える関係を構築するための研修を実施する。

更新

２　多様な主体の参画と協働による地域づくり

　地域を支えるネットワークづくり

重層 ①
市社協との連携により、市民が活動しやすいさまざまな圏域で、興味・関心に応じた「子育て」「高齢者等の見守り」
などの多様なテーマを自主的、継続的に話し合う場の構築を支援する。

更新

②
地域学校協働本部や学習グループなど地域で活動するグループに福祉学習や地域福祉活動に関する情報を提
供することで、地域課題の共有や地域福祉活動への理解を促進する。（再掲）

（再掲）

重層 ③
市社協と連携し、地域住民や福祉専門職、事業所、当事者団体等の多様な活動主体に地域福祉ネットワーク会
議への参画を促すとともに、地域ごとの課題や高齢者等の見守り、災害時要援護者支援等の全市共通課題の共
有、解決に向け、多様な主体による協働の取組を推進する。

更新

重層
再犯 ④

地域福祉推進協議会等により、地域福祉ネットワーク会議で提起された地域福祉活動の推進方策や複雑・複合化
した個別課題の解決に向けた協議、検討を行う。

更新

　地域での見守り・ささえあいの充実

①
高齢者等の要支援者を対象とした訪問型の見守りや通い型の見守り等、重層的な見守り活動を進めるとともに、市
社協と連携し、連協圏域に限定しない見守りを推進する。

更新

重層
再犯 ② 子どもから高齢者まで、また、課題を抱えた当事者も含めて交流や活躍のできる多様な居場所づくりを進める。 更新

③
市民活動団体と高校生・大学生等の福祉課題の解決に向けた協働による取組を支援することで、地域福祉活動
の推進に取り組む。

更新

④
地域資源情報を検索できる地域情報共有サイト「あましぇあ」の情報を活用し、活動を希望する人や事業者等の地
域福祉活動への参画や新たな活動の立ち上げを支援する。（再掲）

（再掲）

⑤
地域学校協働本部や学習グループなど地域で活動するグループに福祉学習や地域福祉活動に関する情報を提
供することで、地域課題の共有や地域福祉活動への理解を促進する。（再掲）

（再掲）

社会貢献活動の推進 ⑥
地域公益活動を実施していない社会福祉法人に対し、指導監査実施時に他法人の取組状況を踏まえた助言を行
うことなどにより、地域公益活動の積極的な実施に向けた啓発や情報提供を行う。

更新

地域福祉活動情報の提供
の充実

取組・方向性

多様な手法による学びの
推進

学びの情報発信の充実

マッチングの推進

地域にかかわる専門職の
研修の充実

地域での話し合いの場づくり

多様な主体による協働の
取組の推進

多様な見守り・ささえあいの
推進
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目標
展開

方向
取組・方向性 位置付 区分

３　誰もが安心できる暮らしを支える基盤づくり

　包括的・総合的な相談支援の充実

②
生活困窮者の支援体制の充実により、ニーズに応じた自立支援の取組を進める。また、市社協や支援機関とも連
携し、迅速かつ適切な支援に努める。

更新

重層 ③
福祉的な課題を抱え非行や犯罪をした人の立ち直りを支援するために、刑事司法機関（保護観察所等）や地域生
活定着支援センター等と連携し、特性に応じた支援や非行防止等の取組を進める。

更新

重層 ④ 市社協と連携し、見守りなどの地域のささえあい活動へのつなぎ等による長期的、継続的な伴走支援を行う。 新規

⑤
居住支援の充実を図るために、庁内連携による情報共有の強化により、支援機関や支援関係者に対し、必要な情
報提供を行う。

新規

重層 ⑥ 関係機関と連携し、相談者の意欲・能力に応じた段階的な就労支援に取り組む。 更新

重層 ⑦
発達障害や知的障害等が疑われる子どもについては、学習支援教室を含め適切な支援機関や各種事業につなげ
られるよう、関係機関と情報共有・連携強化を進める。

更新

相談支援を担う人材の育成 ⑧
地域における課題の早期把握・支援のネットワークの充実、強化に取り組むために、南部・北部保健福祉センター職
員等の各支援関係者に対し、地域や関係機関との連携に資する研修等を継続的に実施する。

更新

　権利擁護の推進

成年
重層 ①

権利擁護支援の地域連携ネットワークにおけるコーディネート機能の充実や複雑・複合化した課題解決に向けた関
係機関との連携強化に取り組む。

新規

成年 ②
成年後見等支援センター運営委員会等において、「家庭裁判所への申立前から後見人候補者を選任する受任調
整」「後見人候補者の段階からの支援参加」による、市長申立から決定までの期間短縮や支援者の負担軽減等の
運用改善に向けた協議、検討を行う。

新規

成年 ③
さらなる市民後見人の養成等に向け、ＩＣＴを活用した養成研修や未活動の養成研修修了者等に対する知識・スキ
ル向上に資する支援、市民後見人の必要経費の支弁等の検討を行う。

新規

成年 ④
市社協や地域振興センター、教育委員会と連携し、市民向けフォーラムの開催や各種研修会等での説明、各種
関係機関からの啓発チラシの配布、ＳＮＳを活用した広報等、成年後見制度の周知に向けた啓発や情報提供を行
う。

更新

⑤
市が把握した人権侵害や差別事象について、課題の的確な把握に努めるとともに、適切なタイミングで支援が行え
るよう支援体制の充実や関係機関との連携強化に取り組む。

更新

⑥
「子どものための権利擁護委員会」を設置し、子どもの権利に関する救済や相談を受け付け、必要に応じて調査や
関係者間の調整等を行い、制度の改善等が必要な場合は、関係機関等に対して提言等を行う。

新規

⑦
地域における課題の早期把握・支援のネットワークの充実、強化に取り組むために、南部・北部保健福祉センター職
員等の各支援関係者に対し、地域や関係機関との連携に資する研修等を継続的に実施する。（再掲）

（再掲）

指導監査の充実 ⑧
引き続き、適切な福祉サービスの確保に向けて、市の関係各課が連携し指導監査等の充実を図るとともに、苦情
解決体制の向上を図る。

継続

　情報・コミュニケーション支援の推進

① 「シニア情報ステーション」を活用し、福祉サービスや地域活動等に関する情報発信を進める。 更新

②
高齢者や障害のある人、外国籍住民などが円滑に情報を取得 ・利用し、意思表示や意思疎通を行うことができる
よう、障害特性や多言語に配慮した情報提供・意思疎通支援など情報・コミュニケーションの支援に取り組む。

新規

③
市民や支援関係者等が、地域で活動する際の情報や支援に必要な情報を取得・利用できるよう、地域情報共有
サイト「あましぇあ」などを活用し、市民活動団体の取組や事業所情報の共有に取り組む。

新規

　要配慮者（災害時要援護者）支援の推進

①
要支援者システムを活用した避難行動要支援者名簿の整備とともに、災害リスクの高い避難行動要支援者を把握
し、自主防災会や市社協、福祉専門職と連携し、個別避難計画の段階的な作成を行う。

更新

② 要配慮者支援体制の構築に向け、市と福祉専門職との災害時連携マニュアルを策定する。 更新

③
災害情報を必要な地域、グループへ配信を行うことができる携帯電話網を活用した「防災情報伝達システム」を活
用して支援関係者と連携し、要配慮者への確実な情報伝達に取り組む。

新規

④
避難行動要支援者が安心して避難ができるよう、多様な避難先の確保と避難所運営等に係る具体的な手順を整
理し、支援関係者や市民に共有する。

更新

地域防災力の向上 ⑤
市民が地域課題に関心をもち、その解決に取り組む意識を醸成するため、自治のまちづくりの拠点である各地域振
興センター等において市民活動団体などと連携し、地域の福祉ニーズ等に応じたさまざまな学びの場づくりを進め
る。（再掲）

（再掲）

　安全・安心に暮らす取組の推進

①
居住支援の充実を図るために、庁内連携による情報共有の強化により、支援機関や支援関係者に対し、必要な情
報提供を行う。（再掲）

（再掲）

②
民間団体・事業者等と連携した居住支援策の検討等や、賃貸住宅オーナーへの啓発・PR による高齢者等の入居
を拒まない民間賃貸住宅の登録促進を図る。

新規

③
高齢期の生活支援の充実や利便性の向上に向け、市営住宅の建替で創出した余剰地を活用し、地域状況に応じ
た福祉施設、生活利便施設等の導入を図る。

新規

地域での防犯対策等の推進 ④
高齢者の見守り活動等のさまざまな地域の活動と連携し、防犯意識を高める啓発活動や各世代に応じた消費者教
育等を行う。

更新

取組・方向性

多様な手法による情報提供
やコミュニケーション支援の
充実

要配慮者避難支援の充実

住宅確保要配慮者支援等
の推進

①

複雑・複合化した課題をうけとめ、支援関係者による円滑な支援体制を構築するために、次の取組を進める。
・既存の各分野の相談支援窓口間での連絡・調整のルール化と連携意識の醸成
・支援を拒否するケース等に対するアウトリーチ機能の充実
・多様な活動主体が支援に必要な情報を共有し、適切な役割分担のもと、当事者の状況や意向を尊重した包括
的な支援を提供できる仕組みづくり
・本人同意がなくても支援関係者間で支援に必要な情報共有を可能とするため社会福祉法に位置付けられた「支
援会議」等の効率的・効果的な実施

新規

就労・学習支援の充実

成年後見制度の利用促進

うけとめ・つなげる相談支援
の推進

重層
再犯

人権侵害防止や差別解消
の推進
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ＶＩ. 各取組の補足資料について

１. 重層的支援の推進について（本編 Ｐ4～５、Ｐ１０）

(１) 重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業に関わることになった人に向けたガイドブック（令和３年３月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング） 

(２) 重層的支援体制整備事業における各種事業について

包括的相談支援事業
（社会福祉法第１０６条の４第２項第１号）

属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
支援機関のネットワークで対応する
複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業
（社会福祉法第１０６条の４第２項第２号）

社会とのつながりを作るための支援を行う
利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業
（社会福祉法第１０６条の４第２項第３号）

世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
（社会福祉法第１０６条の４第２項第4号）

支援が届いていない人に支援を届ける
会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業
（社会福祉法第１０６条の４第２項第５号）

市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
支援関係機関の役割分担を図る

○重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、以下のように社会福祉法第１０６条の４第２項に規定しています。

○「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を第１～３号に規定し、それを支えるための事業として第
4号以降を規定しており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することが重要です。

重層的支援体制整備事業は、市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築するこ
とをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施することを
必須にしています。 ※重層的支援体制整備事業については、「（参考資料１）重層的支援体制整備事業における各事業の支援フ
ロー」をご参照ください。

厚生労働省「地域共生社会ポータルサイト」より
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１
ひきこもりやごみ屋敷、多頭飼育崩壊などの複雑・複合化した
事例の増加

１

２
複雑・複合化した事例は、本人、家族が支援に拒否的であるこ
とや、家庭内に潜在していることでの課題の深刻化

２

3
課題に直面する地域住民が相談先が分からなかったり、関わ
ることへの負担感等

１ 課題の深刻化、複合化による支援の長期化、困難化

２

課題を把握した支援機関ごとの対応により
　① 連携の図り方が異なり、調整への負担感や情報共有
　　　等の課題から十分な連携が図られない
　② 対応する制度が無いことなどを理由に課題が見過ご
　　　される
　③ 主な課題解決に対処するものの、背後・背景にある
　　　課題が見過ごされることにより、課題が深刻化する
　　　可能性

3
分野だけでなく個人や世帯のライフステージの連続性を意識
した情報共有、連携による切れ目のない支援の必要性

4
相談を受け止めるための包括的な視点でアセスメントのでき
る人材の確保・育成

６
　② 当事者や家族のニーズに対応する社会資源の把握や
　　　新たな社会資源の開拓・開発の必要性

７

当事者や家族の生活基盤を支える地域資源や市社協、民生児
童委員等の活動資源との協働していくための行政における地
域を支える体制の構築

地域で顕在化してきた課題 尼崎市の強み

各福祉分野の相談件数の増加や支援の専門性に対応するため、分野ごとの支援機関の充実と支援の迅速化

市社協や地域包括支援センター等の相談支援機関と民生児童委員等との連携による地域における相談を受
け止める裾野の広がり

支援における課題 重層的支援体制の構築に向けた取り組みの方向性

【Ⅱ-１】　基幹的機能による包括的な相談支援体制の構築
　各分野の支援調整機関の役割や機能を集約・整理し、庁内連携
の中核として課題解決に向けた分野横断的でかつ複合的な役
割・機能を果たす基幹的機能の構築
（基幹的機能イメージ）
　① 相談機能：様々な相談を包括的に受け止め、必要に応じて
　　　アウトリーチを行うことにより、課題が深刻化する前の
　　　早期把握と早期支援につなげる機能
　② 支援調整機能：関係部局等の情報の集約、支援機関等を
　　　つなぐネットワークの形成、チームによる支援体制の
　　　編成役割や支援の方向性を整理するコーディネート機能
　③ 権利擁護機能：当事者の声に寄り添い、必要に応じて措置等
　　　の権限を行使し、解決につなげることのできる機能
　④ 人材育成機能：【提言Ⅱ－３】を参照
　⑤ 情報共有機能：【提言Ⅱ－４】を参照
　⑥ ネットワーク機能：福祉課題等を市行政内外の専門機関等が
　　　共有し、課題解決に向けて協議するネットワーク構築

【Ⅱ-３】　包括的な相談支援体
制を支える人材の育成
多機関協働による支援を提供
するための専門性や、様々な分
野の幅広い知識、経験をもつ人
材の育成

【Ⅱ-４】　包括的な相談支援体
制を支える情報共有の仕組み
づくり
支援機関や支援者、地域住民
との協働を進めるために、支援
に必要な情報を適切かつ円滑
に共有する仕組みづくり

５

個人の価値観やニーズの多様化が進み、分野ごとの公的サー
ビスでは十分な課題解決が図られない場合も多く、
　① 支援における分野を超えたサービスの相互利用や

【Ⅱ-２】　地域住民・支援機関のネットワークを支える体制づくり
○ 地域住民が課題を共有し、我が事として認識するため
　　の仕組みづくり
○ 市民等が自発的に様々な活動に参画し、その活動の中
　　から生活課題の解決に取り組もうとする環境の構築
○ 地域に潜在化する複雑・複合化した課題を抱えた個人
　　や家族の早期把握と支援とともに、多様な活動主体が
　　課題を共有し、解決に向け活動しやすい環境づくりや
　　それぞれのネットワークを支える体制の構築

市の強みを最大限に活かした

包括的相談支援体制の構築地域の課題を受け止める

支援側の課題

制
度
の

縦
割
り
の
課
題

協
働

の
課
題
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２. 再犯防止の推進について（本編 Ｐ4～５、Ｐ１０）

(１) 再犯防止における福祉施策との連携の現状と課題（概略）

(２) 再犯防止推進に向けた取組イメージ
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(3) 尼崎市の再犯防止に関連する取組

(4) 更生保護関係団体及び関連支援機関

国の再犯防止推進計画
ガイドライン

取組内容 本市で実施している（又は検討中）主な事業や取組 所管課等

１ 就労・住居の確保等の
ための取組

就労の確保 ① 生活困窮者自立相談支援事業（無料職業紹介機能による中間的就労のあっ旋）
② 障害者就労支援事業
③ 協力雇用主による公共調達受注の機会を増やすための優遇措置
④ 就労にあたってなんらかの支援を必要とする人への就労支援（就労準備支援事業、
ハローワークとの一体的支援事業）

① 南北福祉相談支援課
② 障害福祉政策担当
③ 契約課
④ 南北福祉相談支援課

住居の確保 ① セーフティネット住宅登録制度の活用
② 生活保護制度（住宅扶助）の適用
③ 住居確保給付金の支給
④ 総合支援資金の貸し付け

① 住宅政策課
② 保健福祉管理課
③ 南北福祉相談支援課
④ 社会福祉法人尼崎市社
会福祉協議会

２ 保健医療・福祉サービ
スの利用の促進等のた
めの取組

３ 犯罪をした者等の特性
に応じた効果的な指導
の実施等のための取組

高齢者又は障害の
ある者等への支援

① 地域包括支援センター
② 障害者（児）相談支援事業所
③ 成年後見制度の利用促進
④ 日常生活自立支援事業

精神保健相談

① 包括支援担当
② 障害福祉政策担当
③ 北部福祉相談支援課
④ 社会福祉法人尼崎市社
会福祉協議会
疾病対策課

薬物等の依存症を
有する者への支援

① 依存症専門相談
② 自立支援医療費（精神通院）の公費負担

①② 疾病対策課

４ 学校等と連携した修学
支援の実施等のための
取組

学校における修学
支援と地域と連携
した非行防止

① ユース相談支援事業費
② 要保護・要支援児童等見守り強化事業
③ 尼崎市要保護児童対策地域協議会
④ こども総合相談
⑤ 少年補導活動事業
⑥ 青少年健全育成啓発事業
⑦ 学習支援事業

①～④ こども相談支援課
⑤～⑥ 社会教育課
⑦北部保健福祉管理課

５ 民間協力者の活動の促
進等、広報・啓発活動
の推進等のための取組

関係機関・団体と
の連携促進及び民
間協力者の活動の
促進

① 尼崎市保護司会等の更生保護団体に対する補助
② 「社会を明るくする運動」の推進
③ 民間協力者の活動の広報・啓発
④ 保健福祉センター及び子どもの育ち支援センター職員向けへの更生保護に関する
研修の実施

①～④ 福祉課

６ 国・民間団体等との連
携強化等のための取組

① 重層的支援体制整備事業（現在検討中）

保護司及び保護司会

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣からの委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、市町村単位で保護司会を組織し、
保護観察や社会復帰のための生活環境の調整、犯罪予防活動を行っています。

全国に８８６の保護司会があり、保護司は約4７,０００人、尼崎には１６７人の保護司がいます。（令和２年１０月１日時点）

更生保護女性会

女性としての立場から、地域社会の犯罪・飛行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な育成を助
け、罪を犯した人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とするボランティア団体です。尼崎市では保護司
の夫人で構成されています。

協力雇用主

犯罪や非行をした人の立ち直りには、就労し生活の安定を図ることが大変重要ですが、こうした人々は、その前歴ゆえ
に職に就くことが必ずしも容易ではありません。協力雇用主は、こうした人々を差別することなく積極的に雇用し、その
立ち直りに協力する民間の事業者で、全国に約２3,０００社の協力雇用主がいます。

尼崎市には「琴友会」という雇用主会があり、約５２社が加盟しています。（令和２年度）

ＢＢＳ会（Ｂｉｇ Ｂrｏｔｈｅrｓ ａｎd Ｓｉｓｔｅrｓ Mｏｖｅｍｅｎｔ）

非行など様々な問題を抱える少年に、兄や姉のような身近な存在として接し、相談相手となって、少年の自立を支援す
る「ともだち活動」などの活動を行う青年ボランティア団体で、全国に約５００のＢＢＳ会、約4,５００人の会員がいます。

尼崎市では関西国際大学の学生が頑張っています。

更生保護協会

保護司会、更生保護女性会、ＢＢＳ会など更生保護に関係する団体の諸活動を支援する組織です。

尼崎では会員を募って更生保護団体などに助成するとともに、「社会を明るくする運動」を共催しており、会員数は、賛
助館員２社、法人会員4１社、個人会員２２６名です。（令和２年年度）

コレワーク近畿（矯正就労支援情報センター室）

コレワークは，事業主の方が刑務所出所者等を雇用するための各種支援を行う機関であり、受刑者等（受刑者及び少年
院在院者）の資格，職歴，帰住予定地などの情報を一括管理しており、事業主の雇用ニーズにマッチする者を収容する
矯正施設の紹介，事業主の矯正施設での採用手続きのサポートのほか、各種支援制度や矯正施設見学会等の案内を
行っている。

法務少年支援センター（少年鑑別所）

少年鑑別所は、法務少年支援センターという名称で、非行・犯罪問題の専門機関として、本人やその家族，機関等からの
依頼に応じ、心理相談、面接や心理検査等の結果を踏まえた助言、研修や講演会の実施等、地域における非行・犯罪防
止のほか、青少年の健全育成に資する活動を行っている。

兵庫県内における相談は神戸少年鑑別所が管轄しており、未成年だけでなく、成人からの相談にも応じている。
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(５) 国の再犯防止推進計画の概要
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(６) 再犯防止の取組に関する参考資料

（参考）尼崎市における再犯に関する統計データ
警察庁が取りまとめている犯罪統計書に記載される検挙人数に関して、警察署別の統計データとして、法務省矯正局に提供されたもの。（少年データは含まれない）

注１ 「再犯者」とは、刑法犯、特別法犯（道路交通法違反を除く。）の別を問わず、前科又は前歴を有するものをいう。
２ 犯行時年齢が20歳以上のものを計上している。

25.8%

25.5%

24.7%

25.8%

24.5%

24.6%

24.6%

25.6%

24.6%

23.5% 24.0% 24.5% 25.0% 25.5% 26.0%

尼崎市

兵庫県

全国

刑法犯のうち65歳以上の占める割合

平成29年度 平成30年度 令和元年度

50.6%

45.0%

45.4%

47.1%

44.8%

45.9%

48.9%

47.3%

46.9%

40.0% 42.0% 44.0% 46.0% 48.0% 50.0% 52.0%

尼崎市

兵庫県

全国

刑法犯のうち犯行時無職者の割合

平成29年度 平成30年度 令和元年度

53.5%

55.4%

60.1%

52.7%

53.9%
53.3%

50.6% 50.5% 50.5%
48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

平成29年 平成30年 平成31年

再犯者率の推移（尼崎市、兵庫県、全国）

尼崎市 兵庫県 全国

53.5%

84.5%

52.7%

80.0%

50.6%

78.2%

55.4%

83.6%

53.9%

81.3%

50.5%

77.4%

60.1%

89.9%

53.3%

76.7%

50.5%

75.1%

刑法犯総数 薬物事犯 刑法犯総数 薬物事犯 刑法犯総数 薬物事犯

尼崎市 兵庫県 全国

再犯者率の尼崎市、兵庫県、全国の推移比較

平成29年 平成30年 令和1年

（参考）委員等の意見について

○ 保護司は福祉の支援機関のことをあまり知らないため、連
携が十分でないと感じている。特に、南北保健福祉センター
とのつながりが薄い。
○ 犯罪をした人の支援にあたっては、身近な地域の人は声
かけ等の役割を、専門職は寄り添いの役割を、それぞれ分担
して取組む必要があると考えている。
○ 保護司は保護観察期間が終了すると対象者とは関わりを
もつことができなくなるため、地域でゆるやかに見守りを継
続するためにも、支援者間のネットワーク構築が必要。
○ 再犯防止での「入口支援」「出口支援」といった視点はまだ
乏しく、触法障害者の実態把握や検討の場が必要。
○ アンケートで非行や犯罪をした人に「就労支援が必要」と
考える人が多くいたが、協力雇用主に雇用されても、本人の
特性が従業員に伝わっていない、理解が得られない等の理
由で職場に馴染めず、結果的に仕事が続かないといった
ケースも聞いている。
●（保護)対象者のニーズと組織や機関のつながりが図式化さ
れうまく進む経験ができれば、助かるケースも多い。
●（保護)課題のある対象者を関係機関につなぎ、ケース検討
会を持ち、保護観察解除後も引き続き支援が必要。
●（保護)生活環境調整段階で支援困難が予想される場合、行
政や関係機関との連携の仕組みづくりができればと考える。
連携先に情報を開示し、ケース内容を共有することが不可
欠。
●（保護)対象者が直接相談できる民間の「人材派遣」のような

窓口があれば、気軽に就活アプローチをするのではと思う。
◆ 裁判所や検察庁から、執行猶予には対象者の今後の生活
の見通しが条件と指示されることもあり、その場合、生活保
護制度の活用等を含め、行政の福祉サービスとの連携が必
要となるものの、そのための調整が難しい場合がある。
◆ 「出口支援」に取り組む弁護士にとっては、対象者が複雑・
複合化した課題を抱え、支援にゴールが見いだせなかった
り、直ちに解決が難しい事案も多い。「出口支援」は「出口の
見えない支援」とも言われており、福祉サービスとの連携が
必要不可欠。
◆ 非行や犯罪をした人の支援には地域の理解も欠かせな
い。地域への繋ぎ、一緒に取り組む意識が重要。
◆ 兵庫県弁護士会の「寄り添い弁護士制度」は、弁護士会の
中でも様々な立場で活動している弁護士がいることや周知
不足等もあり、十分に制度活用がされていない状況にある。
◆ 「寄り添い弁護士制度」が活用されてはいないが、犯罪を
した人で福祉サービスによる支援が必要な対象者は存在す
る。尼崎市にも、そういった対象者の支援を行ってくれる弁
護士はいる。
◆ 兵庫県弁護士会には、「入口支援」として触法障害者の支
援を行う弁護士のプロジェクトチームがある。
◆ 性犯罪やアルコール・薬物依存、窃盗等は、それぞれ背景
に複雑な課題を抱えていることが多い。そういった人への支
援には、目の前の課題だけでなく、犯罪に至る主原因を見分
けた上で更生の道を探っていくことが必要。

○計画策定部会委員意見 ●アンケート意見 ◆その他支援関係者からの意見
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第３期計画の取組・方向性 第３期計画中の取組 現状の課題 第４期計画の方向性 第４期計画の取組

【第3期計画の点検・評価シート】
①　関係機関や当事者への周知等に取り組んだ結
果、成年後見等支援Ｃの相談支援件数は増加し
た。
②　平成３０年１月に設置した南部・北部保健福
祉Ｃ内に成年後見等支援Ｃを一体的に設置した。
③　福祉サービス利用援助事業の実施にかかる市
社協の人員体制整備の補助を実施し、利用契約
件数の増につなげた。

【第3期計画の点検・評価シート】
②　成年後見制度利用が必要な人を把握
した場合に、関係機関等が連携し支援を
行う「地域連携ネットワーク」の機能強化が
必要である。
◎　当事者の判断能力が低下し、支援を
拒否する対応困難ケースの増加など支援
が長期化する傾向がみられた。

【事務局意見】
◎　弁護士や民生児童委員、地域包括支援セン
ター、相談支援事業所等で構成される「成年後見
等支援センター運営委員会」において、関係機関
が連携して支援にあたる地域連携ネットワーク機能
について協議を進め、連携の重要性につき認識の
共有を図っている。
◎　認知証高齢者、知的障害者、精神障害者な
ど、判断能力が不十分な人及びその関係者を対
象に、成年後見制度に係る相談・申立支援、専門
職相談会を実施している。

【事務局意見】
◎　地域包括支援センターや相談支援事
業所等が制度利用の必要な人を発見した
場合に備えて、関係機関が連携して適切
な支援につなげる地域連携ネットワーク機
能の強化が必要である。

①　虐待の広報・啓発や成年後見等支援Ｃの周知
を図るとともに各相談窓口や警察とも連携を深め
迅速な対応に努める。

【事務局意見】
①　地域で活動する団体・グループに成年後見等
支援センターから講師派遣を行い、成年後見制度
や市民後見人の活動等について周知啓発を行っ
ている。
・　地域で活動する団体・グループ向けの研修会を
実施
・　特別支援学校等を通じて、ＰＴＡや保護者向け
の啓発チラシの作成と配付
・　地域包括支援センター等関係機関と連携し、
全市的なフォーラムの開催
・　社協だより、本市HPを活用した周知啓発

【事務局意見】
◎　尼崎市の地域福祉に関するアンケート
調査（令和3年3月）によると、成年後見制
度の相談先としての成年後見等支援セン
ターの認知度は、事業所47.0％、民生児
童委員30.2％、一般市民においては
9.5％に留まり、相談先をまったく知らない
一般市民は59.5％であり、市民や事業所
等の制度の周知を引き続き進めることが必
要である。

【成年後見制度の理解の促進】

必要な人が安心して成年後見制度を利用すること
ができるよう、成年後見制度の理解を促進します。

　成年後見制度の周知啓発
①　市社協や地域振興センターと連携し、民生児
童委員向けの研修会や、見守り安心委員会等で
地域住民向けの出前講座等の実施（拡充）
②　教育委員会と連携し、保護者向けの啓発チラ
シの作成・配付や、出前講座等の実施（拡充）
③　地域包括支援センター等と連携し、継続した
全市的なフォーラムの開催
④　市報や社協だより等の広報誌、本市ＨＰを活用
した周知啓発

【アンケート結果や委員意見等】
◎　市長申立てに時間がかかる場合の関
係者理解を得るための情報共有や、時間
のかかったケースの事後検証等が必要。
◎　成年後見制度対象外ケースのサポー
トや、後見人決定までの間、支援者が金銭
管理を行わなくても良い仕組み等が必要。
◎　単身高齢者の増加に対応し、見守りや
安心通報事業、身元保証、死後事務を一
体として提供することが必要である。

【事務局意見】
◎　市民後見人の選任にあたっては受任調整会
議を開催し、それぞれの案件に応じた条件を満た
す市民後見人候補者を裁判所に推薦している。
◎　平成２４年度から市民後見人養成講座を実施
し、令和２年度までに１１６人が受講し、７５人が市
民後見人候補者として登録した。令和２年度末時
点では、市民後見人候補者として３０人の登録が
あり、そのうちの８人が裁判所から選任され、市民
後見人として活動している。

【事務局意見】
◎　成年後見制度の利用を進めるにあ
たって、市長申立てに時間がかかる場合で
あっても、適宜状況報告があり、必要な手
順を踏んでいることを関係者が理解できる
ことが必要である。
◎　成年後見の申立てから決定に至るまで
に時間がかかったケースについては、事後
検証等の取組が必要である。

①　虐待の広報・啓発や成年後見等支援Ｃの周知
を図るとともに各相談窓口や警察とも連携を深め
迅速な対応に努める。
②　保健福祉Ｃの保健福祉総合相談窓口と成年
後見等支援Ｃが連携するために、一体的な設置を
進める。
③　福祉サービスの利用援助事業を推進すること
で、後見には至らないが支援の必要な人の自立と
社会参加を進める。

【成年後見に係る総合的な支援体制の強化】

市民が、自分らしい生活を守るための手立ての一
つとして成年後見制度を有効に利用でき、また、権
利擁護支援の必要な人の発見と有効な支援が円
滑に行われるよう、成年後見に係る総合的な支援
体制を強化します。

　「成年後見等支援センター」について、成年後
見制度利用促進を中核機関に位置付け
①　「成年後見等支援センター運営委員会」の事
務局として、関係機関のネットワーク強化や開催回
数の増加など委員会機能の強化（拡充）
②　権利擁護支援の地域連携ネットワークのコー
ディネート機能の付加（新規）
③　関係機関における対応困難ケース支援に対す
る助言・指導を含む進捗管理機能の付加（新規）
④　多機関協働事業の実施に向けて、各関係機
関等と連携を図り、複雑化・複合化した事例に対
応する機能強化
　「成年後見等支援センター運営委員会」を活

用した権利擁護支援における課題に対する協議や
情報交換、事例検討　等の実施（拡充）
　成年後見制度相談の実施

①　成年後見等支援センターでの窓口相談、訪問
型相談の実施
②　弁護士相談会、司法書士相談会の実施

【成年後見制度の運用の改善】

権利擁護支援が必要な人の多様なニーズ、課題
に対応できるよう、成年後見制度を有効かつ円滑
に運用していくための取組を進めます。

　成年後見制度の円滑な運用に向けた改善（拡
充）
①　「成年後見等支援センター運営委員会」で権
利擁護支援における課題の協議や情報交換、事
例検討等を通じて市長申立から決定までの期間
等の短縮化を含めた運用改善の検討
②　家庭裁判所での後見人の決定に関する処理
時間の短縮化を図るため、「受任調整会議」におい
て、事前に後見人候補者を決定すとともに、後見
人候補者の段階から支援に参加できる体制の検
討
　市民後見人の養成・支援の拡充（新規）

①　ＩＣＴを活用した市民後見人養成研修の検討
②　活動をしていない養成研修修了者や候補登
録者に対して、生活支援サポーター養成研修の受
講勧奨や、地域のボランティア活動の窓口となる市
社協の「むすぶ」を通じた活動案内など、市民後見
人候補登録者等の知識やスキル向上策の検討
③　市民後見人への必要経費の支弁等の検討



4２

4. 尼崎市社会福祉協議会の地域福祉活動専門員の取組（本編 Ｐ３、Ｐ4～５） 

○ 地域福祉活動専門員は、地域の担い手の育成・支援、ネットワークづくり、住民主体の活動支援を行うこ

とにより多様化・複雑化する住民ニーズに対応するため、市社協が平成２３年度に市の補助を受けて配

置した地域福祉推進の専門職です。平成２７年度以降は各地区に２名ずつ、計１２名の地域福祉活動専門

員（生活支援コーディネーター兼務）が配置され、活動しています。

○ 地域のニーズや課題を発見し、うけとめ、地域住民や関係機関と協力しながら、地域におけるささえあ

いの仕組みづくりや、地域での生活を支えるネットワーク（専門機関や専門職に留まらず多様な人材によ

る）をつくる役割を担っています。

○ 具体的には、ふれあいサロン活動の立ち上げ、地域の見守り活動を進めるなど、地域における福祉活動

を進めるために、各種団体や地域住民と話し合いをしながら、つどいの場づくりや組織・グループづくり

の提案などに取り組んでいます。

○ また、子ども食堂や学習支援に代表される子どもや子育て世代に対する支援、安全・安心のまちづくり

に欠かせない防災についての支援体制づくりなど、「子どもから高齢者まで」年齢に関係なく、また個

人・グループ問わず支援していく取組も行っています。

○ さらに、制度の狭間に陥り、支援が必要と思われるにもかかわらず、各種サービスや制度が届かない場

合などの個別支援にも、地域住民の力を得ながら解決に向けて積極的に取り組んでいます。

○ これらの取組を進めることが、地域共生社会の実現につながるものと考えています。

地域共生社会の実現を目指す

制度の狭間の課題
生きづらさを抱えた当事者への支援
・8050問題 ・ヤングケアラー
・ゴミ屋敷 等

・当事者のエンパワメントを重視した寄り添い
・各種制度やサービスによる対応へのつなぎ

支
援

個別課題や地域の福祉課題

・町会活動・各種団体活動（老人クラブ・婦人会等）
・住民交流の取り組み（地域清掃、まつり等）

地域活動

・社会福祉法人 ・医療法人 ・NPO ・企業
・事業所 等

地域の社会福祉法人・NPO団体等

地域福祉活動
・見守り活動 ・ふれあいサロン
・子ども食堂 ・学習支援
・防災活動 ・生活支援サービス
・ボランティアグループ など
（福祉的な話し合いは各グループや地

域福祉会議などで実施≒第３層）行政等の専門機関
地域包括支援センター
南北保健福祉センター

（生活保護担当部署ほか）
福祉課 各地域課

高齢介護課・包括支援担当
障害福祉課 こども青少年課

等その他の関係機関

地区地域福祉ネットワーク会議
（第2層協議体）

民生児童
委員

発
見
・
支
援

ネットワークづく
り、新たな活動・
資源の開発、相
談・支援、担い手
育成支援

会議運営
支援

共感を伴った地
域の支援・協力
が得られるよう
に働きかけ

相談・協力・支援

地域の福祉課題
・独居高齢者の増加と少子化
・母子・父子家庭の増加
・無縁社会 等

地域福祉活動
専門員

（兼 生活支援
コーディネー

ター）
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活動エリアごとの地域課題共有・解決ネットワーク（本編 Ｐ１4）

○ 社会福祉連絡協議会圏域、自治会・町会圏域（見守り・つながり・ささえあい推進エリア）

支援を必要とする人を早期に発見し、必要なサービスにつなぐなど適切な支援が行われるためには、ま

ずは近隣住民、自治会・町会、民生児童委員などによる日頃の地域のつながり、ささえあいづくりが大切で

す。そのためには、社会福祉連絡協議会の圏域を基本としつつも、市民一人ひとりが身近に感じるさまざま

な圏域において、サロンや見守り安心委員会などの地域福祉活動を通じて、地域の生活福祉課題を市民同

士で気軽に話し合う場が必要です。 

第 3期計画では、こうした地域の生活福祉課題について定期的に住民同士が話し合う地域福祉会議とし

て捉え、身近な生活圏域で住民が主体となりさまざまな話し合いが行われるよう、市社会福祉協議会とと

もに取り組んできました。第 4期計画においても、引き続き取組を進めていきます。 

また、地域の課題解決に向けたつながりづくりや地域の活動を通じて発見された福祉のニーズや課題を

専門機関等の相談支援ネットワークへつなぐことなどに取り組む市社協（むすぶグループ含む）の相談支援

機能の充実に向けた支援についても、引き続き進めていきます。 

○小学校区圏域（子どもの支援を中心としたつながりエリア） 

子どものシチズンシップを高め、次の世代の地域社会の担い手の育成を図ることは、地域福祉の推進に

とって重要なことです。 

第4期計画においても、地域学校協働本部や学習グループなど地域で活動するグループ等との連携によ

り、小学校区圏域を基盤としたネットワークづくりを進めます。 

○６地区圏域（専門サービスを中心としたつながりエリア） 

第3期計画においては、６ 地区ごとに設置されている介護保険制度における協議体をベースに、地域の

団体、専門機関や幅広い市民など多様な活動の主体が参画し、支援の必要な個別ケースや、地域全体で取

り組むべき課題について共有、検討、解決を図る場として、地域福祉ネットワーク会議を設置しました。 

この地域福祉ネットワーク会議では、地域だけでは解決が難しい課題について、住民と専門機関などの

多様な主体が協議し、課題解決に向けて検討しています。 

第 4期計画においても、課題の解決に専門的な支援が必要となる場合には、南部・北部保健福祉センタ

ーにおける総合相談窓口を中心とした相談支援のネットワークや、地域ケア個別会議などの対象者別の会

議体とも情報共有、連携しながら、一体的に取り組んでいきます。 

また、「うけとめ・つなげる相談支援」の推進にあたっては、各地域振興センターや市社協むすぶグループ

とも連携し、地域に潜在化している課題を早期に発見し、うけとめるとともに、地域のささえあい活動への

つなぎ等による継続的な伴走支援も進めていきます。

○市域全域（公的サービス整備エリア） 

第3期計画では、対象者別、制度別に限定されない幅広い福祉課題等を全市的に共有し、課題に対応する

施策等を協議するため、地域福祉推進協議会を設置し、地域福祉ネットワーク会議の内容の共有、各地域で

の実践や社会資源等の他の地域活動へのつなぎ、行政の各業務への反映や、各圏域の取組を通じて把握さ

れた地域の生活福祉課題に対応する制度の施策化等の意見交換を行ってきました。 

また、この地域福祉推進協議会の協議内容を具体化するために、「あまがさきし地域福祉計画」庁内推進会

議において、庁内関係各課が協議、検討を行っているほか、庁内関係部署の円滑な連携を図るとともに、関

係各課が実施する対象者別の会議体での支援との調整も行っています。 
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ＶＩＩ. 計画の進捗評価（本編 Ｐ１３）

点検評価の考え方

○ 地域福祉計画は、その性格から対象となる事業が広範囲にわたるとともに、各分野別の計画とも関連が

強いため、計画の進行管理や評価等にあたっては、庁内関係部局で構成する「あまがさきし地域福祉計

画」庁内推進会議において、市が実施している施策評価等及び地域福祉計画で定めた各目標の進捗を

図る指標をもとに評価、進行管理を行います。

○ あわせて、尼崎市社会保障審議会地域福祉専門分科会において、毎年、取組状況の評価等について報告

を行い、意見を頂くなどの方法により、取組の妥当性の検証や必要な改善策、評価方法の見直し等につ

いて検討を行うほか、進捗状況を把握するために「『あまがさきし地域福祉計画』の評価・推進にかかる

意識調査」を第４期計画期間中に実施します。
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目標等一覧（本編 Ｐ６～１３） 

成果指標 R2時点
目標値
（R8）

目標値の説明 活動指標 R2時点
目標値
（R8)

目標値の説明

１　「ささえあい」を育む人づくり

　福祉学習の推
進

①多様な手法による
学びの推進
②学びの情報発信
の充実

「支え合いを育む人
づくり支援事業」利
用グループ数

15
グループ

30
グループ

「支え合いを育む人づく
り支援事業」を利用して
地域のささえあい活動に
取り組んだ高校生・大学
生のグループを増やしま
す。

　地域福祉活動
の担い手の発掘・育
成・支援

①マッチングの推進
②地域福祉活動情
報の提供の充実

ささえあい地域活動
センター「むすぶ」と
ボランティアセンター
における地域福祉活
動へのマッチング数

176件 360件
活動希望者を地域福祉
活動につないだ数を増
やします。

　地域福祉を推
進する人材の育成

①地域にかかわる
専門職の研修の充
実

支援関係者と地域
の活動者の相互理
解のための研修開
催数

― 12回

各支援機関や地域の関
係者の連携、顔の見え
る関係の構築を図るた
めの研修に取り組みま
す。

　地域を支える
ネットワークづくり

①地域での話し合い
の場づくり
②多様な主体による
協働の取組の推進

地域において新たな
地域福祉活動を実
施した団体数（延
べ）

1080
団体

1200
団体

市社協と連携して支援
を行うことで、新たな地
域福祉活動に取り組む
市民活動団体（既存団
体を含む）を増やしま
す。

　地域の見守り・
ささえあいの充実

①多様な見守り・さ
さえあいの推進
②社会貢献活動の
推進

要支援者等見守り
活動地域数

48地区 75地区

すべての社会福祉連絡
協議会圏域において
「高齢者等見守り安心
事業」等の見守り活動の
実施を目指します。

　包括的・総合的
な相談支援の充実

①うけとめ・つなげる
相談支援の推進
②就労・学習支援
の充実
③相談支援を担う
人材の育成

支援会議における
ケース検討数

4件 60件

複雑・複合化した課題を
抱えたケースの支援を
検討するための会議の
充実を図ります。

　権利擁護の推
進

①成年後見制度の
利用促進
②人権侵害防止や
差別解消の推進
③指導監査の充実

市長申立案件にお
ける受任調整の実
施割合

15.8% 100%

市長申立案件におい
て、専門職後見人も含
めたすべての案件で受
任調整を実施します。

成果指標 R2時点
目標値
（R8）

目標値の説明

　要配慮者（災害
時要援護者）支援
の推進

①要配慮者避難支
援の充実
②地域防災力の向
上

個別避難計画の作
成率

- 100%

避難行動要支援者のう
ち、災害リスクの高い地
域にお住まいなどの方に
対して、市が避難支援
等関係者と連携し個別
避難計画の作成に取り
組みます。

　安全・安心に暮
らす取組の推進

①住宅確保要配慮
者支援等の推進
②地域での防犯対
策等の推進

（再掲）支援会議に
おけるケース検討数 4件 60件

複雑・複合化した課題を
抱えたケースの支援を
検討するための会議の
充実を図ります。

目
標

展開方向 取り組み・方向性
基本目標ごとの目指す姿 展開方向ごとの代表的な目標数値

地域活動（※）に参
加している市民の割
合

※　社会福祉協議
会や自治会の活
動、防犯・防災活動
や交通安全活動、
地域の美化・緑化
活動、子育て支援
（育児サークル、子
どもの見守り、子ども
会等）といった地域
で行われるさまざま
な活動

15.3% 28%

福祉学習の推進による
「ささえあい」の意識の醸
成を評価するため、アン
ケート調査で「地域活動
に参加している」と回答
した割合を増やします。

２　多様な主体の参画と協働による地域づくり

「困りごとを抱えてい
る人に気づいたら何
らかの行動をする
（ほっとかない）」と考
えている人の割合

45.0% 70%

地域に潜在化しやすく、
解決が困難な複雑・複
合化した課題に気付い
た場合の市民の「ほっと
かない」意識の醸成を
評価するため、アンケー
ト調査で「助けや支えを
必要とする人に気付い
たらなんらかの対応をす
る（したい）」と回答した
割合を増やします。

３　誰もが安心できる暮らしを支える基盤づくり

支援において「ス
ムーズに連携できて
いる」と考えている支
援関係者等の割合

民生児
童委員
31.5%

保護司
24.2％

相談支
援機関
7.7％

50%

民生児童委員や保護
司、相談支援機関が、
複雑・複合化した課題を
抱えた世帯を他の支援
機関や地域住民と連携
し支援するときに、「困っ
たことはない」と回答した
支援関係者等の割合を
増やします。

　情報・コミュニ
ケーション支援の推
進

①多様な手法による
情報提供やコミュニ
ケーション支援の充
実

成年後見制度利用
にあたり、申立てか
ら決定までに時間が
かかると考えている
福祉事業者の割合

43.6% 22%

成年後見制度利用の市
長申立から決定までの
期間を短縮する取組を
推進することで、「時間
がかかる」と回答した福
祉事業者を減らします。

成年後見制度利用促進計画の目指す姿

シニア情報ステー
ションの設置箇所数

150か所 210か所

薬局や診療所、スーパー
等高齢者等が普段よく利
用する場所に設置するシニ
ア情報ステーションを活用
し、相談窓口等の周知を図
るために、設置箇所数を増
やします。
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ＶＩＩＩ. 計画策定の経過等（本編 Ｐ３）

委員名簿

(１) 尼崎市社会保障審議会地域福祉専門分科会委員名簿

(２) 尼崎市社会保障審議会地域福祉専門分科会計画策定部会委員名簿

（敬称略、区分ごとに五十音順）

区分 氏名 所属等 役職名 備考

 伊藤　嘉余子 大阪府立大学 教授

 小川　京子 尼崎商工会議所 理事
令和3年６月２１日
まで

 荻田　藍子 兵庫県社会福祉協議会 福祉支援部長

 奥西　栄介　〇 福井県立大学 教授

 木下　隆志 兵庫県立大学大学院 教授

 八田　昌樹 尼崎市医師会 会長

 前田　崇博 大阪城南女子短期大学 教授

 増田　宗隆 尼崎商工会議所 青年部専務理事
令和3年６月２１日
から

 松原　一郎　◎ 関西大学 名誉教授

 髙尾　絹代 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 理事長

 西村　由美子 尼崎市民生児童委員協議会連合会 副会長

 堀　洋子　 尼崎市ＰＴＡ連合会 書記
令和3年６月２１日
から

 山口　昇次 尼崎市社会福祉協議会 副理事長

 山本　秀樹 関西国際大学 准教授

 和田　季子 尼崎市ＰＴＡ連合会 副会長
令和3年3月3１日
まで

◎会長　○副会長

委
員

専
門
委
員

（敬称略、区分ごとに五十音順）

区分 氏名 所属等 役職名 備考

 荻田　藍子 兵庫県社会福祉協議会 福祉支援部長

 前田　崇博　◎ 大阪城南女子短期大学 教授

 髙尾　絹代 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 理事長

 西村　由美子 尼崎市民生児童委員協議会連合会 副会長

 堀　洋子　 尼崎市ＰＴＡ連合会 書記
令和3年６月２１日
から

 山口　昇次 尼崎市社会福祉協議会 副理事長

 山本　秀樹　○ 関西国際大学 准教授

 和田　季子 尼崎市ＰＴＡ連合会 副会長
令和3年3月3１日
まで

 太田　吉彦　 兵庫県弁護士会 弁護士

 近藤　誠司 関西大学 准教授

 濱田　英世 特定非営利活動法人やんちゃんこ 代表理事

 林　瑞知子 尼崎市社会福祉協議会
事業推進グループ
グループリーダー

 頼末　拓也 尼崎市「立花南」地域包括支援センター センター長

◎部会長　○副部会長

特
別
委
員

委
員

専
門
委
員
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審議経過
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ＩＸ. 諮問及び答申

諮問書



4９ 

答申書
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Ｘ. 用語集

ＩＣＴ（アイシーティー） 6・11

lnformation and Communication Technology の略。情報通信技術。SNS やメール、チャットといったコミュニケ
ーションツール等として活用されている。 

アウトリーチ                                     4・5・10 

支援に拒否的であったり、課題に気づいていない当事者に対して、支援機関などが積極的に働きかけて支援の
実現を目指すこと。訪問支援。 

尼崎市自治のまちづくり条例                １

自治のまちづくりの基本理念や各主体の権利・責務、住民自治の推進に必要な事項を定めた条例。自分たち
の地域をよりよくしていくのは、私たち一人ひとりだという自覚と行動、お互いを尊重し支え合うコミュニティ、市民
の参画と協働、といった自治の力が育まれる地域づくりをめざすもの。

尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例                                   1
一人ひとりがかけがえのない尊い存在であることが認められ、尊重される、人権文化いきづくまちづくりを進めて
いくことを目的とする条例。本市における人権文化いきづくまちづくりに関して、市、市民等、事業者のそれぞれ
の責務を明らかにするとともに、人権施策の策定や人権文化いきづくまちづくり計画の策定などの人権文化いき
づくまちづくりの推進に関して必要な事項を定めているもの。 

委託相談支援事業所 4・5

障害のある人やその保護者・介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや権利擁
護のために必要な援助を行うことにより、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う支援する相談支援機関。 

ＳＮＳ（エスエヌエス） 11・12

Social Networking Service の略。登録した人同士が交流できるインターネット上の会員制サービス。  

ＮＰＯ（エヌピーオー） 2・4・14

Non-Profit Organization（非営利団体）の略。法人格の有無にかかわらず、営利を目的とせずに、福祉、教育・
文化、まちづくり、環境など様々な分野で社会貢献活動を行う団体の総称。 

矯正施設 4・13

刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院、少年鑑別所、婦人補導院の総称。

協働 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10

立場又は特性の異なる多様な主体が、目的及び課題を共有するとともに、お互いを尊重し、対等な立場に立っ
て、適切な役割及び責任の分担の下で連携すること。

権利擁護 2・3・4・10

自己の権利を表明することが困難な認知症の高齢者や知的障害のある人等の代わりに、代理人等が権利を
表明、代弁することにより、誰もが認められるべき社会的な権利を守ろうとすること。また、子どもの権利擁護に
ついては、子ども一人一人が権利の主体として独立した人格を有し、子どもの意思や意見を尊重するとともに、
子どもの最善の利益を尊重すること。 

高齢者等見守り安心事業 9

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、見守りを希望する高齢者等に対し、尼崎市社会福祉
協議会が中心となり、社会福祉協議会会員や民生児童委員、老人クラブの会員など様々な方で構成する「見
守り協力員」による定期的な訪問活動及び随時の外観等からの見守り活動を行う事業。 

子どもの育ち支援センター「いくしあ」 2・3・4・5・14・15

子どもや子育てに関して課題や困難を抱える子どもたちと子育て家庭に寄り添い、様々な関係機関が連携しな
がら、切れ目なく継続的に支援を行う市の相談支援機関。

個別避難計画                12 

避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施するための計画（災害対策基本法第 49条の 14）。 
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ささえあい地域活動センター「むすぶ」 7・14

地域住民の様々な相談対応や、地域活動の立ち上げ支援、地域活動の担い手の育成等を行い、住民同士が
ささえあう・助け合う地域づくりを進めるための窓口。尼崎市社会福祉協議会が市内６地区に設置している。

支え合いを育む人づくり支援事業                                              6 
高校生や大学生が尼崎市内で活動する市民活動団体と協働し、市内をフィールドとして取り組む授業や研究
活動等の費用の一部を補助する事業。この事業を通じて自分たちの学びが地域社会と繋がっていることに気づ
き学習意欲等を高めるとともに、様々な出会いと交流、地域の魅力発見にもつながることで、尼崎市に愛着をも
ち、地域に貢献する人材を育成することを目的とし、高校生、大学生の様々な学びの活動が市内に広がること
により、地域活動の活性化や新たな学びの創出につなげる。

参画 1・2・5・7・8・9・14

市政やまちづくりについて、意見や提案を行うことや具体的な行動を通じて、主体的に関わること。 

自主防災会                  12

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織。災害対策基本法
第 2条の 2第 2号においては、「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」として、市町村がその
充実に努めなければならない旨規定されている。 

シニア情報ステーション                 12 

インターネット等からの情報収集が困難な高齢者等のため、高齢者が普段よく訪れる身近な場所を位置づけた
もの。パンフレットラックを設置し、目印となるステッカーを店頭に掲示している。パンフレットラックには市の高齢
者向けパンフレット等を配置し、情報発信を行うとともに、何気ない会話等から気になった高齢者を市や地域包
括支援センター等関係機関につなぐ役割がある。

社会福祉協議会 3・4・7・11・14・16

社会福祉法第 109 条に基づき、「地域福祉の推進」を目的に、全国の市区町村に設置されている非営利の民
間団体。尼崎市社会福祉協議会では、地域住民が主体となり、ひとりでは解決できない福祉課題に取り組み、
みんなが支え助けあいながら、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりをめざして活動している。

社会福祉法人 2・3・4・9・14・16

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁（法人の所在地等に応じ都道府
県知事又は市長等）の認可を受けて設立される法人。

住宅確保要配慮者 2・13 

住宅の確保に特に配慮を要する者。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律及び国
土交通省令において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、外国人、ＤＶ被害
者、矯正施設退所者等が規定され、兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画では、新婚世
帯、児童養護施設等退所者、ＬＧＢＴ等がその範囲に追加されている。 

生活困窮者 2・10

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者（生活困窮者自立支援法
第３条第１項）。ただし、現に経済的に困窮していなくても、社会的孤立の状態にあるために、失業や病気、家
族の変化等生活に何らかの影響を与える出来事をきっかけに困窮状態に至ってしまう危険性もはらんでいる状
態にある人なども含まれる。 

性的マイノリティ 13

性的少数者という意味で、性的指向（どのような性別の人を好きになるか）が異性愛でない人、または性自認
（自分の性をどのように認識しているか）が戸籍上の性と異なる人たちなどの総称。 

成年後見制度 2・3・4・11・15・16

認知症や障害などの理由で判断能力の十分でない人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人等が財産を
管理したり、介護などのサービスや施設入所に関する契約を結ぶなどの支援を行う制度。 

ソーシャルインクルージョン 1

社会的包摂。2000（平成 12）年 12月８日厚生省（現･厚生労働省）の「社会的な援護を要する人々に対する
社会福祉のあり方に関する検討会」報告書において，「全ての人々を孤独や孤立，排除や摩擦から援護し，健
康で文化的な生活の実現につなげるよう，社会の構成員として包み支え合う」ことをソーシャルインクルージョン
としている。
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多頭飼育問題               2・8 

飼い主と動物と周辺の生活環境に大きな影響を与える不適切な多頭飼育に起因する問題。 

ダブルケア                                                          2
晩婚化・晩産化等を背景に、育児期にある者（世帯）が、親の介護も同時に担う状況。 

地域学校協働本部 6・7・8・9

地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指し、地域と学校がパー
トナーとして連携・協働して行う地域学校協働活動を推進する体制として、幅広い地域住民や団体等の参画に
より形成された緩やかなネットワークのこと。

地域情報共有サイト「あましぇあ」 7・9・12

公営・民営を問わず、地域の交流や集いの場、相談窓口、コミュニティ拠点施設、市民活動団体等の幅広い
地域情報を掲載していくサイト。日々、情報の収集・調査を重ね、市民の皆様の活動や暮らしに役立つ情報を
掲載。

地域振興センター 4・7・11・14

市内６地区における協働のまちづくり及びコミュニティ推進の拠点として、地域課題の情報収集や各種コーディ
ネートを行い、地域に必要な講座・事業を企画・実施するとともに、地域住民への情報提供や相談業務、様々
な団体や市民活動グループへの活動支援等を行うために市が設置した組織。 

地域生活定着支援センター 4・10

矯正施設退所や起訴猶予処分等となった障害者や高齢者で、自立した生活を営むことが困難な者に対して、
地域住民の一人として安定した環境で地域生活を送ることができるように、福祉関係者と連携して必要な福祉
的支援に円滑につなぐための支援を行う機関。 

地域総合センター 4

地域住民をはじめとする市民相互の交流の促進及び人権啓発意識の普及高揚を図り、もって市民福祉の向
上に寄与するためのコミュニティの拠点となる施設。 

地域福祉ネットワーク会議 8・14

6 地区ごとに、地域の団体、専門機関や幅広い市民など多様な活動の主体が参画し、支援の必要な個別ケー
スや、地域全体で取り組むべき課題について共有、検討、解決を図る場。

地域包括支援センター 4・5・7・11・14・15 

公正・中立な立場から、地域における高齢者の①総合相談・支援 ②介護予防ケアマネジメント ③包括的・継
続的ケアマネジメント―を担う中核機関。本市では各日常生活圏域に２か所ずつ設置。

特定非営利活動法人 
NPO のうち、平成 10年 12 月に施行された特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人。保健、
医療、福祉の増進や、まちづくりの推進といった特定非営利活動を行う。

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 8・15・16

Domestic Violence の略。配偶者や恋人など親しい関係にある、又はあった者から振るわれる暴力。身体的暴
力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力も含まれる。ＤＶと略すことが多い。 

難病                 15

原因不明、治療方法が未確立で、長期にわたり療養を必要とする疾病。 

南部・北部保健福祉センター 2・3・4・5・10・11・15

市内南北 2か所に設置している、福祉や保健に関する各種相談や手続きを一体的に行う相談支援機関。主
に、生活保護に関すること、障害者・児の相談に関すること、生活支援（婦人相談、養護老人ホーム等）、各種
申請受付に関すること、しごとや暮らしに関すること、成年後見制度に関すること、保健に関すること、乳幼児健
診等の業務を行っている。

認知症 7・8・11

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化によって日常生活に支障が生じる程
度にまで記憶やものごとを認知する機能が低下した状態のこと。 
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８０５０問題（はちまるごーまる問題） 2・8・10

ひきこもりの長期化、高齢化から引き起こされる社会問題。主に５０代前後のひきこもりの子どもを８０代前後の
親が養っている状態を指し、経済難からくる生活困窮や社会的孤立、病気や介護等の問題によって親子共倒
れになるリスクが指摘されている。

パブリックコメント                              3
市政への参加機会を拡大させるなどのため、市が施策の立案過程において、施策の概要や趣旨、目的、背景等
を広く公表し、市民等からの意見を求め、市民等から出された意見を考慮して施策を策定するとともに、その結
果を公表するもの。本市においては、施策の立案過程の熟度が低い段階から意見を求めるなどの特徴がある。

ひきこもり 5・6・8・10・15

仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6 カ月以上続けて自宅に引きこもってい
る状態。 

避難行動要支援者 12

要配慮者（災害時要援護者）のうち、「災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に自ら避難すること
が困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者」（災害対策基本法第
49条の 10）をいう。尼崎市避難行動要支援者避難支援指針には、対象者の範囲を①要介護認定者（要介
護 3以上）、②身体障碍者手帳を所持する者（１、2 級）、③療育手帳を所持する者（療育手帳A）、④精神
障碍者保健福祉手帳を所持する者（1 級）、⑤難病患者（特定医療費（指定難病）受給者等）、65歳以上の
み世帯（一人暮らし、夫婦等）、⑦上記以外で特に配慮を要する者（移動が困難な人、情報を入手したり、発信
したりすることが困難な人、急激な状況の変化に対応が困難な人、薬や医療装置が常に必要な人など）に該当
する人と定められている。 

避難行動要支援者名簿 12

市町村に作成が義務付けられ、地域防災計画に定める避難行動要支援者の避難支援等を実施するための基
礎となる名簿（災害対策基本法第 49条の 10）。 

保護観察所 4・10

犯罪をした人や非行のある少年に対し、社会の中で更生するように、指導（指導監督）と支援（補導援護）を行
う国の機関。保護観察は、保護観察所に配置される保護観察官と地域で活動する保護司（ボランティア）が協
働して行う。 

保護司 3・6・7・10・11・13

保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員。犯罪や非行をした人が刑事施設や少年
院から社会復帰を果たしたときに、スムーズに社会生活を営めるよう釈放後の住居や就業先などの帰住環境
の調整や相談を行うなど、立ち直りを地域で支える無報酬のボランティアとして活動している。 

民生児童委員 3・4・6・7 8・10・11・12・14

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、児童福祉法に定める児童委員
を兼ねているため、尼崎市では民生児童委員と表記している。住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政を
はじめ適切な支援やサービスにつないだり、高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認などを行う無報酬のボラ
ンティアとして活動している。 

ヤングケアラ― 2

法令上の定義はないが、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ど
ものこと。家族の介護等により勉強や友人と過ごす時間が十分に取れない、進路を諦めざるを得ないといった
問題が生じている。また、当事者である子ども自身にとっては日常であることから、子ども自身や家族に「支援が
必要」との自覚がないケースも多く、実態把握が難しいという問題もあり、そういった子どもの早期発見、適切な
支援へのつなぎが重要。 

要配慮者（災害時要援護者） 2・8・9・12・13

高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、その他の特に配慮を要する人（災害対策基本法第 8条、尼崎市地域防
災計画）。 

要保護児童 14

保護者のいない児童又は保護者に監護させることが適当でないと認められる児童。 
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要保護児童対策地域協議会 14

児童福祉に関連する様々な機関の関係者で構成され、要保護児童の支援について必要な情報の共有や支
援の内容に関する協議などを行うため、市町村が設置する協議会。 

寄り添い弁護士 4

兵庫県弁護士会が実施している拘置所・刑務所や鑑別所・少年院を出た方の社会復帰支援のための制度。
本人や矯正施設などからの要請で、弁護士が出所後の就労や住居確保支援や生活保護申請への同行、医
療機関受診に向けた支援などを行う。弁護士には費用や報酬として、弁護士会から必要経費の一部が支給さ
れる。


